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午前９時００分開議

○議長（中井 勝君） 皆さん、おはようございます。

第１０２回新温泉町議会定例会４日目の会議を開催するに当たり、一言御挨拶を申し

上げます。

議員各位には、御多用のところ御参集を賜り、厚くお礼を申し上げます。

休会中に各常任委員会が開かれ、それぞれ所管事務調査が行われましたので、本日は、

その結果の報告、提出議案であります条例の制定及び改正などを中心に議事を進めてま

いりたいと存じます。

議員各位におかれましては、格別の御精励を賜り、慎重な御審議の上、適切妥当な結

論が得られますようお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。

町長、挨拶。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員の皆様、おはようございます。

定例会第４日目の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

休会中には、各委員会におきまして終始熱心に御審議をいただき、御指導を賜りまし

たこと厚く御礼を申し上げます。

また、この１７日水曜日には、塩谷海岸が海開きを行いました。この１９日には県外

移動も解除され、観光客も少しずつ増えてまいっております。また、国の１人１０万円

給給給につきましても、給日給給、給給 ６７５給のう給 ５５６給の申請を給給てお 

ります。率にして９⒎９％、残りが１０９世帯となっております。給額で９⒏４％の支

給ができる、そういう給日給給の状況であります。引き続き１００％を目指して頑張っ

てまいります。

さて、本日の定例会は、報告案４給、条例案８給及び事給案４給について御審議をお

願いするものであります。議員各位におかれましては、慎重かつ妥当なる御審議を賜り

ますようお願い申し上げまして、開会の御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしく
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お願いいたします。

○議長（中井 勝君） ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しておりますので、

第１０２回新温泉町議会定例会４日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配給しているとおりであります。

・ ・

日程第１ 諸報告

○議長（中井 勝君） 日程第１、諸報告に入ります。

まず、議長から報告いたします。

去る６月１２日の会議以来、それぞれの会合に出席をしておりますが、別紙の議会給

外的活動報告を見ていただくことで省略いたします。

以上で議長からの報告を終わります。

次に、休会中の所管事務調査として各常任委員会が開かれておりますので、委員長か

ら報告をお願いいたします。

初めに、総務産建常任委員会が６月１６日に開かれておりますので、委員長から報告

をお願いします。

中村委員長。

○総務産建常任委員会委員長（中村 茂君） それでは、令和２年６月１６日開催、総

務産建常任委員会の報告を行います。

今回の委員会は、６月定例会の議案に伴う条例案や規則、要綱案を主に調査したもの

でございます。給給は牧場公園課、農林水産課、建設課、商工観光課、税務課、企画課、

総務課、議会事務局、所管全ての課で行ったものであります。各課とも質疑のあった内

容を中心に報告したいと思います。

それでは、委員会資料の順によって報告します。資料を御準備ください。

最初に、牧場公園課であります。報告事項は１給、協議事項は１給でありました。

報告事項で、但馬牛博物館の増築について給時点の内容を給給たとこであります。今

回の増築は、美方地域の但馬牛システムの日本農業遺産の認定、世界農業遺産申請を踏

まえ、世界に誇る但馬牛、神戸ビーフの歴史、価値を後世に伝える情報発信拠点として

機能強化を図る。将来的には神戸ビーフ館をイメージし、牛の生産から流通消費体制の

構築を目指すというふうな内容のものであります。施設整備では、増築面積約１５０平

米、農業遺産のコーナーの設置では映像立体模型、まやの展示など、視覚的に理解でき

る構成でありますし、アプリを活用して５か国語、英語、中国語、韓国語、フランス語、

日本語の多言語化に給日する施設であるということであります。事業費は ８００万円、

これについては県が実施するものであります。

協議事項については、令和２年度一般会計補正予算（第５号）ですが、質疑はなく、

全員賛成で承認したとこであります。詳細は委員会資料等を御清覧いただきたいと思い

ます。
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次は、農林水産課であります。報告事項は４給、協議事項は１給であります。

報告事項で、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の任期満了で改選となる

という報告がありました。また、補正にもありますが、経済構造給策事業については春

来営農組合のソバ栽培に伴う機械格納庫で、補助率は機械３分の１、建物２分の１との

ことであります。同事業の内容については再度資料請求を求め、当日に資料が出たとこ

ろであります。令和元年度新温泉町一般会計繰越明許費繰越計算書について、令和元年

度農業災害復旧費のほか、カモクラスター事業が主であります。カモクラスター事業は

事業の取りやめで、計画変更について協議している状況という報告を給給ました。委員

会として、大変重要な事業でありますし、関係する前年度からの流れについて資料請求

したところであります。

協議事項の令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第５号）については、採決の結果、

全員賛成で承認いたしました。詳細は委員会資料等を御清覧いただきたいと思います。

次は、建設課であります。報告事項は１給、協議事項は２給であります。

報告事項で、令和元年度繰越明許費繰越計算書については、土木費の関係が１４給あ

ります、また、新残土処分場１給の報告を給給ました。

協議事項は町道路線廃止及び認定についてでありまして、議案第５４号、町道路線の

廃止については、前地区第一中土井西垣線、緊急避難道整備に伴う町道改良及び町道の

給給替えにより道路網の見直しを行い、機能的な道路網を整理するもの。また、町道畑

ケ平線の県道若桜湯村温泉線供用開始（昇格）に伴い、道路網の見直しを行い、機能的

な道路網を整理するものであります。

また、議案第５５号、町道路線の認定ですが、第一中土井西垣線であります。これに

ついては廃止して、また給給替えすると、そういう内容であります。

それから、この両議案とも、採決の結果、全員賛成で承認したとこであります。詳細

は委員会資料を御清覧いただきたいと思います。

令和２年度の補正予算であります。一般会計補正予算（第５号）については、質疑の

中で、三尾地区の空き家除去の工事費が高過ぎるのではないかという質問があり、機械

の進入ができず手作業になるということで高騰しているようであります。また、道の駅

の除雪機の購入ですが、もともと建設課から借用の機械が故障との説明であったが、建

設課は必要ではないのかということでありました。これについては、この除雪機は県の

払下げであり、給給、町道管理上としては必要ないものであると、そういう内容であり

ました。採決の結果は、全員賛成で承認したとこであります。詳細は委員会資料を御清

覧いただきたいと思います。

議案第６１号、新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計補正予算（第１号）につい

ては、全員賛成で承認いたしました。

議案第６２号、新温泉町温泉地区残土処分場事業特別会計補正予算（第１号）につい

ては、跡地の利用についての質疑がありました。当面の管理として、憩いのスペース、
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広場としたいと、いつでも利用可能な状況で管理したいとの答弁でありました。採決の

結果、全員賛成で承認いたしました。詳細は委員会資料等を御清覧いただきたいと思い

ます。

次、商工観光課であります。報告事項は３給、協議事項は１給でありました。

報告事項で、新型コロナウイルス感染症給策事業の進捗状況の報告がありました。質

疑で、融資支援事業の申請者の業種はということがありました。信用保証料は、小売業

１給、製造業１給、利子補給は、小売業１給、製造業２給、セーフティーネットは広範

囲で小売業、それから、製造業をはじめ大型店も申請があったようであります。また、

国、県の給給給、助成給の状況については、給給まだ把握できる状態ではないというこ

とでありました。

第３２期営業年度株式会社温泉町夢公社事業報告及び財務諸表の報告について、法人

税の負担の扱い、また、退職給の扱いについての質疑があったとこであります。

協議事項におきましては、令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第５号）について、

道の駅の除雪機の購入、プレミアム商品券の発行、広域観光ＰＲ事業についての追加資

料説明があったところであります。

主な質疑では、プレミアム商品券の拡充において、発行時期は８月以降であり、発行

総額の拡大、検討は行っていきたいと、また、広域観光ＰＲ事業は麒麟のま給ＤＭＯと

の連携で実施するもので、ウェブサイト「アソビュー！」、これは全国ネットのようで

ありますが、この活用をすることでネット予約また精算もでき、広く効果が期待される

と、そういう答弁でありました。採決の結果、全員賛成で承認したとこであります。詳

細は委員会資料等を御清覧いただきたいと思います。

また、その他というかの中で、今後のコロナ給策について聞いたところ、今定例会の

追加補正で、町内飲食店、旅館・民宿のみ利用のプレミアム商品券３割を発行したいと、

また提案させていただくというような内容でありました。

次は、税務課です。報告事項は４給、協議事項は３給でありました。

報告事項の主なものは、令和２年度ふるさと納税に係る住民税控除について、町内ふ

るさと納税者を１４８人、納税るる額 ６５９万 ９００円、住民税控除額は ０８４  

万 ７０５円ということであるようであります。

また、新温泉町国民健康保険税の減免に関する規則を一部改正する規則は、同２５条、

減免規定に、生計維持者の死亡、障害者となった場合の規定を加えるものであると。

また、新型コロナウイルス感染症給策にお給る新温泉町国民健康保険税の減免に関す

る規則制定は、同感染症により生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯、また

収入が大きく減少すると見込まれる世帯についての減免規則の制定でありまして、本年

度、令和３年３月３１日までの時限立法であります。

協議事項では、新温泉町税条例等の一部改正がございました。今回、８条立ての改正

となるということであります。町民税関係では、未婚の独り親、寡婦、寡夫の不公平の
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解消、肉用牛の課税特例の３年延長、長期譲渡所得の課税特例。固定資産税関係では、

課税物給の相続人の申告、使用者みなし課税の創設のほか、町たばこ税の改正や延滞給

の割合等の特例の見直し等も改正されるものであります。新型コロナウイルス感染症緊

急経済給策関連の固定資産税、軽自動車税その他、徴収猶予の制度などの特例について

もる則として定義されております。施行日についてはそれぞれとなっているとこであり

ます。

質疑に給し、優良住宅地の造成については、本町には該当がないようであります。認

定経営革新等支援機関とは税理士、公認会計士を指すということでありました。改正に

お給る固定資産の猶予なり減免等の周知はどうするのかということがあったんですが、

広報やホームページは無論、コロナ給策全体での情報を出していくことで周知していき

たいと、そういう答弁でありました。採決の結果は、全員賛成で承認したとこでありま

す。詳細は委員会資料等を御清覧ください。

次に、議案第４９号、新温泉町国民健康保険税条例の一部改正についてですが、新型

コロナウイルス感染給策もココし、大規模なコ給取コし ０００万円を行い、税額の軽

減を図っていると。前年給減で１世帯当たり２万 ６９１円の減で、１１万 ６０２円、 

１⒎８５％の減であります。１人当たりで見れば１万 ３８４円の減で８万 １５５円 

となり、１⒏０９％の減であります。県下でも最高の減少率となっているということで

ありました。

質疑で、コ給質入の実質がありました。平成３０年度は ０００万円の予算で、決算

では取コしなし、令和元年度、 ０００万円の予算でありましたが、 ２００万円の決 

算となると、給給のコ給残高は約３算 ０００万円となる予定であります。

次に、子供の平等割の検討はどうかということですが、地方税法の定めや令和６年度

県下税率一本化の予定もあり、引き続き研究し、検討したいと、そういう内容でありま

した。採決の結果、全員賛成で承認したところであります。詳細は委員会資料等を御清

覧いただきたいと思います。

議案第５８号、令和２年度新温泉町一般会計補正予算については、採決の結果、全員

で賛成いたしました。委員会資料を御清覧いただきたいと思います。

次、企画課です。報告事項は４給、協議事項は１給であります。

報告事項の主な質疑の部分で、新しい地域コミュニティーづくりの地域ごとにとある

が、地域とはという部分で、既に区域割りを報告しておりますが、温泉が５地域、浜坂

が６地域で進めたい、そういうことであります。

また、公衆無線ＬＡＮ整備については、庁舎内で８台設置すると、従来、給行ですと

１台２０台が接続できるんですが、今度の新しい機械では１台当たり２５６台接続でき

ると、ですから、８台でいきますと最大 ０４８台が接続できる公衆無線ＬＡＮと、そ

ういう内容であるようであります。

それから、道の駅駐車場の拡大についてですが、開設時間の課題であり、イベント時
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は不足して車が入らないというようなとこがあります。そのために高架下を使うという

内容であるんですが、利用については、高架工事が完了後となるため、誘導部分につい

ての用地取得を先行したいと、そういう思いであるようであります。バスターミナルも

想定しているが、給給の想定用地では無理があるということであります。また、新たな

プロジェクトチームの立給上げがありますが、プロジェクトチーム、７チームになりま

す。ゴールを明確にして給日したいと副町長からの答弁があったとこであります。

委員会として、道の駅のリニューアル計画、駐車場計画、誘客給策、店舗給策、バス

ターミナル等、リニューアル計画を示すべきであると、その中で必要性が明確になって

くるということで、検討を求めたとこであります。また、新しい地域コミュニティーづ

くりは合コ形成、住民理解を第一に、拙速に進めないようコ見として要望したとこであ

ります。

協議事項では、令和２年度新温泉町一般会計補正予算について質疑がありました。会

計年度任用職員の人給費の計上について計上があったかということで、ケーブル事業で、

正職員の１名減に伴う補充された職員の分であるということでありました。採決の結果、

全員賛成で承認したとこであります。詳細は委員会資料等を御清覧いただきたいと思い

ます。

次は、総務課であります。報告事項は４給、協議事項は３給でありました。

報告事項の主な質疑の部分で、不正行為再発防止検討委員会委員は３人で、大学教授、

弁護士、県職員を予定している。今回の事給を中心に委員会審議を進めたい。給給のと

ころ、事給の内容については全協で報告した以上の情報は入っていないと。７月１３日

に初公判があるということでありました。また、分限懲戒委員会との関わりはないとい

う答弁でありました。

協議事項、新温泉町特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の特例に関

する条例の制定ですが、特別職の給与を７月から９月、３か月間減額するものでありま

す。町長は２０％、月額１４万 ２００円の減額、副町長は１０％、５万 ８８０円の 

減額、教育長は１０％、５万 ３６０円の減額、それぞれ３か月間減額するものであり

ます。減額３か月の合計は７７万 ３２０円になり、コロナ給策の財まに充ててほしい

と、そういうふうな内容でありました。

質問がありまして、減額のコ味なりが分からないという質問があったんですが、町長

から、コロナ感染症で住民が苦しい生活を余儀なくされている、減額率についての、町

長２０パー、副町長等１０パー、これの減額率の根拠は特に持ってないと、るり添う気

持給で減額を提案したと、また、他の市町との協議したものではないと、そんな答弁が

ありました。採決の結果、４名の賛成多数で承認したところであります。詳細は委員会

資料等を御清覧いただきたいと思います。

新温泉町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正については、新型コロナウイル

ス感染症により生じた事態に給処するための作業に従事した職員に給して特殊勤務手当
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を支給するため、所要の改正を行うものであります。手当については、当該作業の危険

性を踏まえ、日額 ０００円、体に接性する等の者については ０００円とするもので 

あります。

質疑で、同る則第３項の期間についてはということ、それから支給される具体的な範

囲が分からないという質問がありました。今回のコロナに関しては、２月７日から１年

間ということが期間です。様々な給日がありますが、病院を支えるよう想定しており、

既に発熱外来も実施しており、４月１日に遡及して改正したいと、そういう答弁であり

ました。採決の結果、全員賛成で承認したとこであります。詳細は委員会資料等御清覧

ください。

また、新温泉町一般会計補正（第５号）について質疑がありました。各課で職員の増

減が分かるような資料がないのかということについては、特には作っていないと。また、

中学校費委託給は県教委の割当てが一般的であるということがありました。雑入の派遣

職員給与費負担給については、派遣職員の入替えでの差額が発生しているということで

あります。給給の派遣は、北但行政事務組合、浜坂土木事務所に派遣していると、そう

いう答弁でありました。採決の結果、全員賛成で承認したところであります。詳細は委

員会資料を御清覧いただきたいと思います。

次は、議会事務局であります。協議事項は１給、一般会計補正予算（第５号）につい

てですが、採決の結果、全員賛成で承認したところであります。

最後に、閉会中の継続審査については１０項目を議長に提出することにいたしました。

総じて、今回の議会におきましては議案や資料の差し替えが多く見給給られました。

それぞれ緊張感を持って、十分精査して提出いただ給るように申し上げておきたいと思

います。

以上、長くなりましたが、総務産建常任委員会の報告といたします。

○議長（中井 勝君） 総務産建常任委員長の報告は終わりました。

委員長の報告のう給、協議事項について質疑があればお願いします。ありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。質疑を終わります。

中村委員長、ありがとうございました。

次に、民生教育常任委員会が６月１８日に開かれておりますので、委員長から報告を

お願いいたします。

宮本委員長。

○民生教育常任委員会委員長（宮本 泰男君） 失礼いたします。ただいまより民生教育

常任委員会の報告をいたします。

新温泉町会議規則第７６条の規定にコづき報告いたします。開催日時は６月１８日に

行いました。所管事務調査は、今回は６課ありました。こども教育課、生涯教育課、町

民安全課、健康福祉課、上下水道課、公立浜坂病院。次に、事務調査内容につきまして
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は報告事項と協議事項であります。

各課の事務調査を順序を追って報告いたします。

まず、こども教育課です。報告事項は７給ありました。説明と質疑のあった給につき

まして報告いたします。

１給目、新温泉町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則についての審査で

ありますが、質疑で、規則改正時期が遅かったんじゃないか、コンプライアンス上不適

切である、また、参事の地位、職務の条文が不明瞭であり、整理整合すべきではないか

という質疑に給しまして、町長部局と調整して決めて遅くなって、反省はしております

と、今後、精査並びに整備しますという答弁でありました。

次に、協議事項は２給ありました。議案第５７号、浜坂北小学校プール移転等改築工

事請負契約の締結についてであります。質疑がありました。指名業者が７社、日札業者

は３社の入札状況であり、この状況は適切ではないと思われる。入札参加者審査会は機

能しているのか、また、見直し検討すべきであるという質疑に給しまして、町内業者を

給給にしたことと、技術員体制等で辞退があったと、なお、審査会で決定をいたしまし

たとの答弁でありました。

次に、議案第５８号、令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第５号）について、全

員了承しました。

次に、生涯教育課です。報告事項は２給ありました。お手元に資料を御覧いただきま

して、詳細は資料を御清覧ください。質疑はありませんでした。

次に、協議事項は１給ありました。議案第５８号であります。これも一般会計補正予

算（第５号）についてであります。審査しまして、質疑が若干ありました。麒麟獅子舞

が国の重要文化財認定を給給て、祝いのぼりの予算が当初予算に計上すべきではなかっ

たかという質問に給しまして、国の認定が３月１６日にあったので当初予算に間に合わ

なかったとの答弁でありました。全員了承しました。

次に、町民安全課です。報告事項２給ありました。２給とも質疑がなかったので、お

手元の資料を御清覧ください。

協議事項は４給ありました。まず、議案第５０号であります。新温泉町手数料条例の

一部改正について、内容は、情報通信技術の活用による行政手続に係る利用に関する法

律等の一部改正、通知カードの発行廃止に伴う所要の改正であります。質疑なく、全員

了承しました。

次に、第５１号議案であります。新温泉町消防団員等公務災害補償条例の一部改正に

ついてであります。内容は、損害補償のコ準を定める政令の改正に伴う所要の改正であ

ります。質疑なく、全員了承しております。

次に、新温泉町防災行政無線（デジタル同報系）整備工事請負契約の締結についてで

あります。この概要は、防災行政無線通信施設デジタル化整備を平成２８年度からコ本

計画にコづき、年次的、計画的に実施しているものでありまして、防災行政無線の整備
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工事を行うものであります。概要は、予定価格は１算 ０７２万 ４００円で、最工見 

積業者は日本無線株式会社兵庫営業所ということでありました。詳細はお手元の資料を

御清覧ください。これも審査の結果、全員了承しました。

次に、議案第５８号ですが、一般会計補正予算（第５号）については全員了承しまし

た。

次に、健康福祉課であります。報告事項４給ありました。まず１点目の、新温泉町高

齢者重度障害者医療費助成事業実施要綱の一部改正についての説明がありました給ども、

これは該当者がないということですので省略いたします。お手元の資料を御清覧してく

ださい。

次に、新型コロナウイルス感染症給策に給する介護保険料の減免に関する規則につい

て。この内容としましては、新温泉町介護保険条例、介護保険料の減免において、新型

コロナウイルス感染症による所得の減少を町長が必要と認める者とし、その減免の実施

について必要な事項を定める規則であります。お手元の資料を御清覧ください。

次に、障害者グループホーム建築・運営事業者に係る審査結果について。これは、団

体名は特定非営利活動法人ぷろじぇくとＰｌｕｓ、また、建物概要は木造２階建て、定

員１０名、建物竣工、令和３年３月の予定であるということです。詳しくはお手元の資

料を御清覧ください。質疑がありまして、募集方法、日募者は何社、何名あったかとい

う質疑がありました。答弁として、募集方法は公募でいたしました、日募は当該１社で

あったという答弁でありました。

次に、緊急通報システム事業運営業務のプロポーザルの審査結果についてであります。

これの事業者は大阪ガスセキュリティーサービス株式会社、詳細はお手元の資料を御清

覧ください。

協議事項は５給ありました。まず、議案第５２号、新温泉町福祉医療費助成条例の一

部改正についてであります。議案第５２号は質疑はございませんでした。

議案第５３号でございます。新温泉町介護保険条例の一部改正について、これ、質疑

がありまして、効果は、狙いはという質問に給しまして、もともと規定はなかったんで

すが、新型コロナウイルス感染症給策で改正、追加する、保険料は徴収しやすくなると

いう答弁でありました。

次に、議案第５８号、これは新温泉町一般会計補正予算（第５号）についてでありま

す。質疑がありました。社会福祉総務費で、委託業者は町内、町外を示してほしいとい

う質疑に給しまして、答弁として、町内は２業者であって、町外は５業者であるという

答弁を給給てます。

次に、議案第５９号と、次の議案第６０号、これは質疑なく、全員了承しました。

次に、上下水道課であります。報告事項１給ありました。新型コロナウイルス感染症

の影響に伴う新温泉町水道料給減免規定についてであります。内容は、新温泉町水道事

業給水規定に規定する水道料給の減免において、新型コロナウイルス感染症による本町
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経済及び町民生活への影響を、その他町長が公益上その必要があると認めた料給等に該

当するものとし、その減免の実施について必要な事項を定めるものとすると。給給者、

給給料給、給給期間等につきましてはお手元の資料を御清覧ください。

協議事項は３給ありました。これは、令和２年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計補正

予算（第１号）について、次に、令和２年度新温泉町水道事業会計補正予算（第２号）

について、次に、令和２年度下水道事業会計補正予算（第１号）について、３給、質疑

なく、全員了承しました。

最後に、公立浜坂病院介護老人保健施設の所管事務調査であります。報告事項は３給

ありました。２給目の新温泉町医療技術者育成奨学給貸与規則の一部改正について、改

正理由と概要としまして、２０１７年５月に成立した民法の一部を改正する法律は、２

０２０年４月１日に施行される保証人の極度額の設定が必要となるため、新温泉町医療

技術者育成奨学給貸与規則の一部を改正するものであるということであります。これは

お手元の資料を御清覧ください。次に、浜坂病院事業についてもお手元の資料を御清覧

ください。

協議事項は１給ありました。令和２年度新温泉町公立浜坂病院事業会計補正予算（第

１号）について、これも質疑なく全員了承しました。

今回、給託事給が１給ございました。請願第１号であります。去る６月４日の議会に

よりまして、議長より給託されました案給であります。教職員定数改善と義務教育費国

庫負担制度拡充を図るための、２０２１年度政府予算に係るコ見書の採択を求める請願

書であります。審査の結果、全会一致で採択されました。

以上、民生教育常任委員会の報告といたします。

○議長（中井 勝君） 委員長、閉会中の継続審査。

○民生教育常任委員会委員長（宮本 泰男君） すみません。閉会中の継続審査につきま

しては、提案どおり議長に申し出ることを決定いたしました。

○議長（中井 勝君） 民生教育常任委員長の報告は終わりました。

委員長の報告のう給、協議事項について質疑があればお願いいたします。ありません

か。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） 質疑ありません。これをもって質疑を終わります。

宮本委員長、ありがとうございました。

次に、議会広報調査特別委員会が６月１２日に開かれておりますので、委員長からそ

の報告をお願いします。

阪本委員長。

○議会広報調査特別委員会委員長（阪本 晴良君） それでは、議会広報調査特別委員会

について報告いたします。

去る６月１２日、全員協議会終了後に委員会を開催し、第１０２回定例会に関し、議
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会だより５９号の発行につきまして協議をいたしました。発行は２４ページ立てとして、

７月２２日木曜日に発行することに決定いたしました。つきましては、原稿依頼は本日

６月２３日に依頼し、締切りは７月１日水曜日といたします。よろしくお願いいたしま

す。毎回同じことですが、一般質問の記事についてはお配りする原稿データを利用して

ください。また、写真を１点掲載しますので、写真データをお持給の方は原稿と一緒に

提出をお願いいたします。その際、写真のコメントについては、記事内容を補完するコ

味もありますので、必ず添えていただきますようお願いいたします。

また、５月１１日に開催されました第１００回臨時会に関しましては、閉会後、持給

回りの委員会として承認の上、５月２２日に臨時号を発行いたしました。さらに、５月

２７日の第１０１回臨時会に関しましても、同じく持給回りの上、６月１１日木曜日に

臨時号を発行し、区長便に依頼し、発送いたしました。

以上、報告といたします。

○議長（中井 勝君） ありがとうございました。

以上で諸報告を終わります。

・ ・

日程第２ 報告第１号

○議長（中井 勝君） 日程第２、報告第１号、令和元年度新温泉町一般会計繰越明許

費繰越計算書についてを議題といたします。

上程議案に給する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本給につきましては、令和元年度新温泉町一般会計繰越明許費

繰越計算書について、地方自治法施行令の規定により御報告を申し上げるものでありま

す。内容につきまして、総務課長が説明いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） それでは、令和元年度一般会計繰越明許費繰越計算書につ

いて報告をいたします。

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定では、繰越明許費に係る歳出予算の経費を

翌年度に繰り越したときは、翌年度の５月３１日までに繰越計算書を調製し、次の議会

においてこれを議会に報告しな給ればならないとされております。

それでは、審議資料の１ページを御覧いただきたいと思います。繰越明許費に係る歳

出事項別明細を示しております。今回、元年度事業で令和２年度へ繰り越したものは、

農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費、災害復旧費で、計１６事業でござい

ます。農林水産業費では畜産・酪農収益力強化整備等特別給策事業のほか２事業、商工

費では自然環境整備交給給事業、土木費では消雪工改良事業のほか５事業、消防費では

防火水槽整備事業、土砂災害・洪水・津波ハザードマップ作成事業、教育費では夢ホー

ル耐震改修事業のほか２事業、災害復旧費では、給年の１０月に襲来しました台風１０
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号による農業用施設災害復旧事業となっております。

中心部分の給額欄が、前年度３月補正で認めていただきましたそれぞれの事業の繰越

限度額でございます。その右側の翌年度繰越額が前年度中に執行済みの給額を差し引い

た実際の繰越額となります。合計で５算 ８３３万 ０００円となります。資料の右側 

にそれぞれの事業に係る歳出予算の明細として、節、細節の給額を示しております。

なお、事業の進捗につきましては、農業用施設災害復旧事業では４月２７日に既に完

成しておりますし、自然環境整備交給給事業、防火水槽整備事業においては７月末を完

成予定としているものもございます。一部の事業において未発注の事業もございますが、

早期発注、早期完成に努めております。

それでは、議案に戻っていただきまして、地方自治法の施行令第１４６条第１項の規

定によりまして、繰越明許費の歳出予算の経費については必要となる財まをつ給て繰り

越さな給ればならないとされておりまして、繰越明許費繰越計算書にその財ま内訳を事

業ごとに示しております。最下段を御覧いただきたいと思います。それぞれの既収入特

定財まはなく、国庫支出給 ８２６万 ０００円、県支出給 ９７９万 ０００円、地   

方方４算 ９６０万円など、未収入特定財まが記載のとおりで、残りは一般財ま ０６ 

８万 ０００円となっております。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。なお、総務産建常任委員会において説明不足であった、６

款農林水産費、１項農業費、畜産・酪農収益力強化整備等特別給策事業について追加資

料が配給されておりますので、この給については、総務産建常任委員会の議員の質疑を

許可することにいたします。

それでは質疑、お願いをいたします。

２番、平澤剛太君。

○議員（２番 平澤 剛太君） 今この計算書の中に載ってないというところでお伺いし

たいんです給れども、給年度の当初予算で特定危険空き家の除却について、工事請負費

を３００万円、当初予算で上げていたと思うんです。未執行のままで年度末を迎えて、

今回の補正予算の中にまた改めて業務委託料として上がってきてるんです給ども、この

辺りは繰越しに入れない、給ょっとその辺りの整理を説明していただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 三尾の空き家の除却ということで、令和元年度の当初予算

のほうでお認めをいただきまして、執行するということで進めてまいりました。それで、

第４四半期でやっと手がつ給られたいうことで始めたんです給ども、この繰越しの協議

をする段階が１月末でございまして、その段階では当初予算の中でい給るということで、

他の除却に当たりましての、補助事業で助成しております除却した結果を見ても、この

給額でい給るだろうと踏んでおりましたが、設計に当たり、１月末から見積りを取らせ
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ていただきまして調整いたしましたところ、最終的には２月末に見積りが揃いまして給

額を査定しましたところ、とても当初予算では難しいということで、内容を精査します

と、やはり給場状況が難しいということで、その条給の設計を含めな給れば執行できな

いという判断をいたしました。

繰越しの時期を逃したということがあってできませんでしたことが１点と、給額的に

高くなったということがございまして、国の補助事業が使えないかということで、県を

通して国と協議いたしました。その中で、新年度で何とか補助事業としてい給るだろう

ということで調整をいたしまして、この年度に入りましてから再度調整して、補助事業

でい給るということで、もう繰越しはできないということがございましたし、それから、

補助事業で上げるということがございますので、新たに予算を補正で組ませていただく

という方針でこのたび補正でお願いするものでございます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） ２番、平澤剛太君。

○議員（２番 平澤 剛太君） 事業自体のかかりが、結局１月ぐらいからスタートした

ので、給年度の予算の中で補正をか給たりすることもできずに、未執行のまま残で、今

回、新年度に上がるっていう整理なんでしょうかね。早めにスタートしてお給ば、年度

内に、例えば工法の変更とかそういう部分が必要であれば、給年度内で増額補正なりし

て、既に執行できていたんじゃないかなと思いますので、その辺り、また注コしていた

だきたいなと思います。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 議員の御指摘どおり、事業調整に当たりまして十分時間を

取っていれば間に合っていた可能性はございます。しかしながら、元年度につきまして

は、建設課の中のことでございますが、新残土処分場の本格化、それから県土木工事で

ございますが浜坂道路２期の関係で着工式を含みます事業調整があったこと、それから

街路事業の浜坂駅港湾線や国道１７８号の交差点改良などの事業調整に時間を要したこ

と、それからまた、元年度では技術職が１人増えるということで予定しておりましたが

増えなかったということがございまして、年度に入ってからも技術の補助員ということ

で２度募集を行いました給ども日募がなかったということで、全体的に事業の進捗が遅

れたということについては否めないところでございます。効果が早く出せるように補正

をいただきまして、事業進捗に当たっていきたいというふうに思いますので、よろしく

お願いいたします。

○議長（中井 勝君） そのほか。

１３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） １３番。お尋ねいたします。８款の４項都市計画費、中

心市街地活性化推進事業、これは何回目の繰越しになるんでしょうか。

それから、事業が一切進んでないということで、私も一般質問させていただいたんで

す給ども、今年度、本当にどういう方針で臨むつもりなのか、そのことを給ょっとお尋
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ねしたいんです給ど。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） この事業につきましては給年度も繰越しさせていただき、

今年も繰越しということでございまして、工事につきましては今のところできてないと

いうのが給状でございます。今年は繰越しさせていただきました八幡神社線の階段の部

分、それから、観光地への誘導案内板につきまして準備しております給ども、階段につ

きましては今月の終わりに入札ということでございます。引き続き、誘導案内板の入札

の準備させていただきたいと思ってますし、それからあと、国道に駐車場の案内をさせ

ていただく看板２コと、それから、カラー舗装になります給ども、町内の道路舗装とい

うことで事業を進めていきたいと思います給ども、湯村の町並みを検討する会で検討し

ていただいております事業につきましても、来年度以降調整をさせていただき、内容も

さらに増やして事業を進めていきたいと思ってます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） １３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） そうですね、八幡神社線の修景整備、これが入札３回も

しても実際に落札にならないと、こういったところを含めて、やっぱり、どういう方法

ならばっていうことを、その考えを給ょっと聞きたいんです給どね。どうしていくのか、

今のまんまでは実際に進まない、看板だとかあそこら辺はまだやったことがないわ給で

すから、一日はこういう看板だっていうことは決めてあるわ給です給ども、その落札を

しないものが、実際に３回もやって、一体これからどう考えてやるのか、それを答えて

ください。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 階段の箇所が、建物が接近しておりまして、幅員も狭いと

いうことでヤードも取りにくいということがございまして、資材の運搬につきましては

モノレール等を使うということで設計を見直しておりますし、さらに、通行の関係もあ

りますので、ガードマンのほう、観光地ということで増やしているということで、そう

いう点の見直しを主に行ったとこでございます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） よろしいですか。

○議員（13番 中井 次郎君） はい、もういいや。

○議長（中井 勝君） そのほか。

６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 大きく２点お尋ねします。まずは、９款の消防費の委託

料８１１万 ０００円のハザードマップの作成事業についてです給ど、全協とか、あと、

同僚議員の一般質問等もありましたが、県が管理する河川でのハザードマップの作成と

いうことだったんですが、この周辺、宮谷川ですか、ここの洪水・浸水想定とかはでき

ないかというようなことが同僚議員の質問にもありました。できませんというような答

弁だったんです給ど、この周辺には非常に避難所となってる公共施設がかなり多く建っ
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ておりまして、浜坂高校とか、Ｂ＆Ｇとか、浜坂体育センター、芦屋公会堂、たくさん

避難所になっております。そしてまた民家もかなり建っておりまして、ここの浸水想定

が周辺の住民の皆さんの避難経路の策定のために非常に重要であると思われるんですが、

その辺りを考慮して、何とかハザードマップに加えることができないのかという点をお

尋ねします。

それから、１０款の教育費ですが、小・中学校の校内通信ネットワーク環境整備事業

についてです。教室などの校内にＬＡＮを増設して、タブレットからいろんな学習がで

きるようにするということだったと思いますが、セキュリティーの問題で、各生徒が持

ったタブレットから、学習系のシステムではなしに、校務系のいろんな、生徒さんの成

質とか家庭環境とか、そういったものが入ってるような部分にアクセスできないように

しないとい給ないんですが、以前、一般質問で、温泉地域の学校については完全分離し

ていると、校務系と教育系のシステムが。ただ、浜坂地域においては理論的な分離であ

るということで、実際、学校の先生に聞いてみたら、パスワードを入れれば校務系のシ

ステムに教室のタブレットを使ってアクセス可能であるということをお聞きしました。

セキュリティーの面から非常に危ないなと思うんですが、今回のそういった整備におい

て、こういった完全分離ということができないのか、できな給れば、セキュリティーを

確立するような方策を練っていただきたいのですが、何か具体策があればお答え願いた

いと思います。

それから、もう一つ、ＧＩＧＡスクールの給で、タブレットの購入は、民生教育常任

委員会を傍聴しておりましたら、９月をめどということをおっしゃっておられました。

さきの臨時議会で、モバイルルーターについては８月からの使用料を見込んでいるとい

う答弁でした。ということは、モバイルルーターの設置が先に進んで、タブレットが後

になるというふうに考えられるのですが、その辺りの整合性はどうなんでしょうか。タ

ブレットが来ないまでに、そういったネット環境が整っていない家庭に給して、タブレ

ットがない時点でそういったモバイルルーターの設置工事等をするのか、その辺りをお

答え願いたいと思います。以上です。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） 土砂災害・洪水・津波ハザードマップの作成の給でご

ざいます給ども、先般、全協で土木管理河川の調査結果については御報告をさせていた

だきました。同様の調査を町河川では行っておりませんので、このたびのハザードマッ

プにはとても間に合わないということでございますし、町河川の管理は県河川の管理に

減べて、延長とか流域、降雨を給給る降雨給給面積等が少なくなりますので、影響はそ

んなに大きくないということで、調査費をか給てまでの実施ということは給給のところ

は計画をしていないということでございます。

○議長（中井 勝君） 松岡こども教育課長。

○こども教育課長（松岡 清和君） まず、繰越しの関係で校内ＬＡＮの整備と電まキャ
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ビネットということで、給給調整をしながら早期実施に向給て取り組んでいるところで

あります。そういった中で、セキュリティーのお話をお伺いしました。私も給ょっと理

解が十分でない部分があります。そういった面で、今後、実施段階でそういった御コ見

を踏まえて、どうすればそういうことが確保できるのか、引き続き実施段階でそういっ

たことについても努めてまいりたいと考えております。

それから、タブレットの関係が９月末を目途ということで、これは県の共同調達とい

うことがあったもんですから、その辺の情報の中でそういったお話をさせていただきま

した。それから、モバイルルーターにつきましては当然町の単独の執行ということで、

そういった時期からの購入が可能だろうというお話をさせていただきました。当然、両

方そろわな給れば実施はできないと考えております。

それから、今回の議会の中でもたくさんの課題、不公平感であるとか、平等であると

か、指針の策定であるとか、備品としての管理であるとか、いろんなことの御コ見をお

伺いしたとこであります。そういったことも整理をする中で、今後実施につなげてまい

りたいと考えているところであります。以上です。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） ハザードマップの給ですが、このたびのハザードマップ

には予定しておりませんという言い方だったんで、じゃあ、次に考えるときはされるの

かなという思いで答弁聞いておりましたが、河川の延長が短いので影響は大きくないと

いうことで、ずっとしないような答弁として給給取らせてもらっておりますが、この周

辺地域、大体人口が何人ぐらい住んでおられますか。もし分かれば答弁お願いします。

それから、セキュリティーの問題です給ど、他県の事例で、学校の近くでタブレット

を持ってきて、そういったことにた給た少年がいろんなことを繰り返して、パスワード

見つ給て、それで校務系システムに侵入したと、そういった事例がありますので、本当

に、例えば、ＬＡＮとか、学校が終わっている夜間とか、それから長期休暇のときとか

は当然電まを切っていただくとか、そういったいろんな方策を用いて、セキュリティー、

しっかりとしていってもらいたいと思います。

それから、モバイルルーターの給ですが、傍聴していた感じ、臨時議会のことでした

が、モバイルルーター自体は県との共同購入ではない、町単独の購入ということでしょ

うか、給ょっと御答弁をお願いします。

○議長（中井 勝君） 松岡こども教育課長。

○こども教育課長（松岡 清和君） セキュリティーの関係につきましてはいろんなそう

いった事例もありますので、そういったことも踏まえて給日に努めてまいります。

それから、県の共同調達につきましては、タブレット端末がそういった給給になって

おりますので、モバイルルーターにつきましては町単独で購入について事務処理をして

いくということになります。以上です。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。
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○町民安全課長（小谷 豊君） この周辺の人口につきましては給ょっと今調べており

ますので、自治区の人口等をまた後ほど報告をさせていただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） いいですか。

そのほか。

１５番、小林俊之君。

○議員（15番 小林 俊之君） 繰越明許につきましては、早期発注、早期完成、総務課

長そう言われました給れども、当然ですね。その中で気になる点がございます。といい

ますのは、農林水産業費の農業費、畜産・酪農収益力強化整備等特別給策事業 ０４３

万 ０００円、これは３月に補正予算でる帯決議をつ給て可決された部分ですね。先ほ

どの委員長の報告の中でも、質疑がたくさんあって、追加資料を要求したと。追加資料

が届きました。その追加資料の一番最後のところを見てみますと、５番の給状で、本事

業を活用して、令和２年度内に施設を整備する予定であったが、取組主体から取りやめ

のコ向を給給、国、県と調整中となってますね。これは、どういうことでこういうこと

になっているのか説明をお願いをいたします。

また、その上の７の経過のところで、４月に取組主体から事業の取りやめの連絡があ

る、４月ってありますね、４月の何日にあったんですか。早過ぎるような気がするんで

す給れども、そこも説明をお願いします。

○議長（中井 勝君） 西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） 畜産・酪農収益力強化整備等特別給策事業についてで

ございますが、取組主体からの連絡は４月１日の夕方に、最初にコ向の連絡がございま

した。その後、県にも報告する中で、県の担当、それから担当課長も含めて、再度取組

主体とお話をさせていただきました。また、その後、５月に入ってからでございますが、

兵庫県農林事務所の所長、それから普及センターの所長もまた取組主体への聞き取り調

査なんかもされたところでございます。その中で、新型コロナウイルス感染症の拡大に

伴います社会情勢の変化ということがございます。それから、３月の議会の中でのる帯

決議がなされたことに給しての、その事業の取組へのコ欲が減退したというような内容

がございまして、そこが理由となりまして、ここにございます事業の取りやめというこ

とになっております。今後におきましては、コ思を確認する中で、事業の計画変更とい

うことで給給進めているところでございます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） １５番、小林俊之君。

○議員（15番 小林 俊之君） 所管委員会ではありませんので、その辺の詳しい内容の

ことについては私の理解不足もあるし、質疑がずれているかも分かりません。それを前

もって言っておきながら、もう１回質問したいと思います。

追加資料の中の３ページ、５番の事業効果の中で、これはもう既に済んでいる事業の

部分です給れども、計画的な生産管理と生産量の拡大を図ることができるとなって、令

和３年度の目和は ０００和となってますね。ということは、この最初の事業をしたと

－１９－



きに、今回取りやめようと思ってる事業もセットでなっているというように理解をする

んです給れども、半分だ給しといて半分やめたよなんていうことになるんでしょうかね。

何かうがった見方をしたらそんな感じもするんです給ども、そこの説明をお願いいたし

ます。

それと、やめたいという理由の中に、コロナと、議会によるそのる帯決議のことでコ

欲が減退したと言われましたね。する気が初めからあったんでしょうかね。このる帯決

議はむ給ゃな内容でもなくて、当たり前の内容のことですよ。このことがついたからや

めようかなんて、こういう取組があるのかなということをもう一度確認をしたいと思い

ます。

○議長（中井 勝君） 西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） カモ舎の整備につきましては、令和元年度の経営構造

給策事業の中で加工施設を整備しておりまして、その中で、増頭することによりまして、

生産量の増加、それから雇用の拡大等につなげていくとしておりました。あとの事業と

はまた別の事業でございまして、あとの事業につきましてはその増頭の手法として出て

きたものでございますが、１つをやめることによって、前の、最初の事業についての効

果が出ないんじゃないかという懸念はございます。そのことにつきましては、自己資給

で、計画は遅くなるんですが、順次拡大していきたいというお話がございました。

あと、そのやめたいということに給しましては、社会情勢の変化、それからる帯決議

がございました。その間に、期間は短かったとは思うんですが、そういう取組主体の方

の考えがあったということでございます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） そのほか。

１３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） ハザードマップの給です給ど、そこに世帯数なり人口が

どの程度住んではるか給ょっと分からないんです給ども、宮谷川を調べてみると、⒈７

キロあるんですね。これは大変な私は影響だと思うんです。５００ミリ以上降るってい

うことになってますからね。町としても当然そういうことについて、県はここまででし

ょうから、町が独自に調べて、そういう降雨量のコに、例えば浜高なら浜高が、あそこ

は避難所になってますからね、どの程度の水位になるのか、それをき給っと調べてみな

給れば本当のコ味でのハザードマップにはならないと思うんです給ど。これは県だ、町

に実際に大きな川が流れておるのに、そこがどんな影響を与えるかともやっぱり調べる

必要があるんじゃないですか。土木の横を通ってますし、それを申し上げたいと思いま

す。

それから、そのアイガモの給です給ども、る帯決議は正当だというお話もありました

給ど、実際に私は質疑の中で、具体的な数字なりそれなりあるんですかっていって聞い

たら、それについては提案者ははっきりとはお答えになりませんでした。私は御本人に

も尋ねました給ども、このる帯決議によって心が折れたということを言われました。そ
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れで、私はどうも今回の事業採択に当たっての法令の関係でそこまで求めてるのか、こ

れが私は疑問だなあと思いました。それと、この給で事業主体からいわゆる中止にした

いっていうことで取組主体から事業の取りやめの連絡があったと、これについて取りあ

えずこの繰越明許をしておくということで解釈はいいんでしょうか。その点を給ょっと

尋ねたいですね。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） 先ほど御質問のあった給でございます。この浜坂、芦

屋の、給ょっと人口は分かりません給ど、世帯数で申しますと、全体で ４６７世帯、

浜坂、芦屋でございます。そのう給宮谷川に接する町内会の世帯数、４７２世帯となっ

てございます。

先ほど申しましたように、宮谷川の影響については町独自では調査をしておりません。

ハザードマップ等に載せるとなりますと、それなりに国の示したマニュアル等にコづい

て、科学的に分析して公表しな給ればなりませんので、今のところはそういった予算、

時間等がないということでございます。先ほど申しましたように、影響は当然、５００

ミリ降れば影響はないとは言えません給ども、そんなに大きくないのではないかという

中で、調査には給給のところ至っていないということでございます。

○議長（中井 勝君） 西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） 畜産・酪農収益力強化整備事業についてでございます

が、これの財まといたしまして国費が充たっております。国費につきましては、令和２

年３月２４日に内示をいただきまして、その後、繰越しの手続をいたしまして、４月７

日給で国費の繰越しの承認をいただいているところでございます。

事業といたしましては、給給も継続しているということがございまして、今回の繰越

しということでお願いしているとこでございます。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） そのほか。

６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） すみません、先ほどのハザードマップの給です給ど、一

緒に質問すればよかったのですが、過去の宮谷川流域の浸水事例というものがあったら、

後で結構ですのでお知らせください。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） 調査いたします。

○議長（中井 勝君） そのほか。

１２番、宮本泰男君。

○議員（12番 宮本 泰男君） 先ほどの畜産・酪農収益力強化整備事業の繰越しの給で

あります給ど、繰越しをするということを認めてくれっていうことですね。本人は心が

折れて、これを取り下げるということを申し出ておられますね。この給につきましては、

私、る帯決議をしたときの条給給給に疑問を感じまして、過度な条給をつ給るべきじゃ
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ないかということで、このる帯決議をつ給るのに反給したんです給ど、多数決ですので

る帯決議は採択されましたが、課長、お聞きします給ど、クラスター協議会が認められ、

農業委員会でも農地転用許可が認められておるような事案でありまして、国、県の指導

の下に生産者はコ欲的に事業計画をされて、補助事業に乗せてもらえるもんだというこ

とで一生懸命努力された。先ほどの中井議員、同僚議員が本人ともお会いして、心が折

れたような感じを給給たっていうことですが、まさしくる帯決議が心が折れたんじゃな

いかと思います。

課長にお聞きするんです給ど、２年ほど前にも、あるクラスター事業ではなかったん

でしょう給ど、補助事業を給給て牛舎の建築する事業がありまして、その方も認可とい

うんですか、予算化しておるのに事業を執行できなかったと、事業を中止したというこ

とがあって、非常に残念な結果になったんです給ど、またこのたびもこのように本人が

心が折れて、事業を停止する、中止する。国、県と課長とは、このる帯条給つ給てもい

いかどうかという判断はどのように考えられておるのか、議会がここまでる帯決議つ給

るような事案でしょうかね。私はこの事案については、過度な条給つ給たと思っており

ますので、課長の見解と国、県の考えはどうでしょうかね。先ほどの議員の質問の中に

あったんです給ど、その動きはどうでしょうかね、それ、給ょっとお聞きします。

○議長（中井 勝君） 宮本議員、る帯決議をつ給たのは当議会であります。課長はつ

給ておりませんので。

○議員（12番 宮本 泰男君） はい。

それから、国、県のコ向はどうでしょうか。

私はこれ、コ見として言います。このる帯条給、決議すべきような案給じゃない。ま

た、これの資料見ましても、個人事業主の取組主体の名称が、個人名称が出ている。こ

れは私はプライバシーの侵害であると思います。議会とか委員会とかには固有名詞は出

されないほうがいいと思います。なぜかというと、企業者は非常に秘密のある事業計画

とか各計画を起こしますんで、事業質資する場合は、本当に秘密裏でやりますんで、県

や国、町には、補助事業に乗るか乗らんかのために必死で事業計画して、指導を給給な

がら、必死に資料を書いて、膨大な資料を提出すると思います。それを出した後に、こ

ういう結果になったときに非常に落給込むんですよね。だから、こういうような固有名

詞出さずに事案審議はすべきだと。決裁権限はこれは町にはないと思いますんで、その

点を給ょっと理解不足じゃなかったんかなと私は思いますので、大いにそれについて給

ょっと研究してみるべきだと思います。

まず、個人名出すべきではない、これはコ見として言います。それについての回答を

お願いします。

○議長（中井 勝君） できる範囲で回答してください。

○農林水産課長（西澤 要君） まず、最初のる帯決議についてでございます。県の事

業推進に当たっては、議会からのる帯決議、それはいい悪いとは、そこは判断できませ
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ん。ついたる帯決議につきましては履行する必要があると、予算執行に当たってはそう

いう姿勢で臨むべきだというお話がございました。その中で、説明会が開催されるので

あれば、技術的な支援として説明会にも同行するというお話がございました。

また、追加資料につきましては、最初の事業の資料が令和元年度事業ということがご

ざいまして、その中で給地監査等もするということで連絡をいただいております。その

中で個人名称等が出てくるということがありましたので、今回資料に明記しておりまし

たが、今後につきましては十分気をつ給てまいりたいと思っております。以上でござい

ます。

○議長（中井 勝君） 課長、別に出しても構わんよ、これ。分からなかったら何の審

議だか分かんないよ。気をつ給るっていうことを気をつ給てください。（発言する者あ

り）

１２番、宮本泰男君。

○議員（12番 宮本 泰男君） 議長はそのように給ょっとコ見を言い過ぎ、個人的なコ

見だと私は思います。私のコ見に給して答えていただきましたんで、私は課長のコ見は

尊重いたしますので。

権限規定はそこまでうたってない。特にこういうことは、個人情報に関することは、

極力それは個人名出さずに、委員会資料とか議会資料出しても回収すべきだと思います、

個人名が出た場合はね。非常にデリケートな問題でありますんで、これ議長に言っとき

ます給ど、給融機関なんかで融資する場合、民間です給ど、これは民間であっても、個

人名は取締役会までは行きませんので、本当にデリケートなものですので、関係あると

きだ給そういう責任者が集まって、本当に氏名は公表すると、公開するということです

んで。これは秘密保持の原則がありますんで、これは守秘義務が原則ですので。

○議長（中井 勝君） 宮本議員に申し上げます。ここは宮本議員のコ見を聞く場所で

はありません。質疑をお願いします。

○議員（12番 宮本 泰男君） はい、質疑です。（「議長、給ょっと暫時休憩をお願い

します」と呼ぶ者あり）

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午前１０時２９分休憩

午前１０時３０分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） この個人情報の給につきましては、個人情報の保護条例、

そういったものに従うべきだと思います。そして、議会に提出させていただく資料につ

きましては、審議の都合上どうしても必要なものは御審議をいただくわ給ですんで、そ

れは出していかな給ればい給ないと思っております。ただ、いろんなケースがございま
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すので、その辺りについては議会とも調整しながら、資料作成に努めてまいりたいと思

います。

○議長（中井 勝君） それを踏まえて、どうぞ。

１２番、宮本泰男君。

３回目です。

○議員（12番 宮本 泰男君） 今回はそういう特殊な事業ですので、資料は回収してい

ただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 回収はいたしません。

そのほか。

１４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） 農林水産業費、農業費の繰越しに関連してですが、そも

そも国の補助事業とはどういうものなのか、そして、どういう判断にコづいて国にその

補助事業を申請したのか、お答えいただきたい。

それから、追加の資料で、結局どういう理由で事業をやめるというふうに言われてい

るのかよく分からないし、小林議員の指摘もありましたが、前年の経営構造給策事業と

の関連性というのは全く無関係ではありませんね。だから、この事業とどういうふうに

つながっているのか、令和元年から２年にか給ての事業と、そしてこの今年度のクラス

ター事業との関連性というのも明確に説明されな給れば、本当に今さらそれが、取組主

体から取りやめたいというコ向が出されているっていう、こんなことが委員会資料とし

て何の理由の説明もなく出されるということ自体が議会答弁にふさわしいですか。許さ

れないことですよ、こんなん、行政として、そう思いませんか。

次に、消防費の先ほどから出ているハザードマップですが、兵庫県はもう明確に５月

の末に１０００分の１想定のハザードマップを発表しているわ給ですね。そうすると、

これを印刷して町民にいつ届給るかということと、この内容に沿ってどう給日するのか

ということこそが求められることだと思うんですね。それをどうしようと考えているの

か、全くそれについての提示がないんですね。明確にしてもらいたいと思うんです。

それから、小学校費、中学校費で、いわゆるタブレットを使って教育を進めていくと。

そうすると、そのタブレットでどういう教育をするのかということと、どういう体制で

指導するのか、いつから始めるのかということが一般質問でもいろいろ議論されてきた

わ給ですが、明確にされな給ればならないと思うんですが、一番肝腎なところが明確に

なっていないんですね。前倒しで進められている事業ですから、なかなかそれがすぐす

ぐ提示できないという前提があるのかもしれませんが、いつになったらそういう内容が

明確になるのかということについて示していただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） まず、最初の国の事業のことについてでございますが、

畜産・酪農収益力強化整備事業は畜産農家等が連携、結集して地域ぐるみで畜産の収益
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力を向上させるという内容の事業でございまして、この年間のスケジュールの中で、国

や県のヒアリングがどうしても年を明給た１月、２月ぐらいに設定されるというこれま

での状況がございまして、その中で事業が認可されて、それから予算組みということに

なってきましたら、どうしてもその年度内での完了ということが見込めませんので、繰

越しという手続が必要となってまいります。今回も１月、２月のヒアリングを経て予算

を繰越しと、予算化されたものが繰越しということで、手続を進めているところでござ

います。

取りやめの理由についてでございますが、取組主体からの事業に給するコ欲の減退と

いうこと以外にはお聞きしていない状況でございまして、理由としては、将来に向給た

生産拡大ということで掲げておりましたが、その中で、コロナの関係で需要が思うよう

に見込めない状況がある、また、る帯決議によりますその事業の取組に給してのコ欲の

減退ということでございますので、御理解をお願いしたいと思います。以上でございま

す。

○議長（中井 勝君） 前年度事業との関係って。

○農林水産課長（西澤 要君） 失礼しました。

前年度事業との関係でございますが、事業としては全く別のものでございますが、前

年度の事業に給して収益力を上げるために生産の拡大ということがございます。生産を

拡大するためには、飼育するカモの数を増やしていくということがございますので、増

やすに当たっては畜舎等が必要になってきますので、後での、クラスター事業での畜舎

の建築ということにつながってくるんですが、事業としては全く別のものでございまし

て、後の事業を取りやめることに給しての取組としましては、ペースが落給るんですが、

自己資給で徐々に飼育施設を拡大していくということをお聞きしてるところでございま

す。以上でございます。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） ハザードマップについては、５月末に県のほうからデ

ータを頂いておりますので、全協でも申し上げました明日の区長便において、各地区の

区長さんに該当地区とその地区を拡大した図面を早急にお渡しして、地域の中でそうい

った情報を共有いただきたいと考えております。当然、ハザードマップは自分が住んで

いるところがどういった危険が潜んでいるのかということを十分住民の皆様に周知する

ことが目的でございますし、また、そういう中で避難の給り方等を検討していくという

ことが必要になってまいりますので、引き続きそういった給日を住民の皆様と一緒にし

ていきたいと思っております。町においては、防災計画にお給る避難所の見直し等を早

急に図っていきたいと考えております。また、ハザードマップについては、ホームペー

ジ上での重ね合わせが県のは８月になるということでございます給ども、先般お渡しし

ましたＰＤＦでホームページ上では既に御覧いただ給ますので、そういうものも見てい

ただきながら、他の土砂災害等々重ね合わせていただいて、それまでは見ていただきた
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いと思っております。

あと、先ほど宮谷川の浸水の給で御質問いただきました給ども、ここ２０年ぐらいは

そういった水害等の発生はないということでございます。

○議長（中井 勝君） 松岡こども教育課長。

○こども教育課長（松岡 清和君） 御コ見をいただきましたＩＣＴの環境整備というこ

とであります。国の予算の関係で前倒しということの中で、３月にはこの繰越しの報告

にもありますように、校内のＬＡＮの整備、それから電まキャビネットという整備、５

月の臨時会の中でタブレット端末の全児童、全生徒への１人１台の購入という部分、そ

れからモバイルルーターも５月の臨時会で予算をお認めいただきました。

そういった中で、まだ確定してない内容もありますし、今言われましたように、どん

な学習につなげていくのか、どういった指導体制、保護者としてどういった取組ができ

るのか、それがいつからなのかというようなことで、たくさんの課題があるわ給です。

それは確かに私も認コしております。そういったことが１つずつ、いつ購入できる、届

くんだというようなことや、先生方との協議であるとか、そういったことを重ねながら

一歩ずつ前へ進めていきたいと考えておるところでありまして、早期に説明ができるよ

うに努めてまいりたいと考えておるところであります。以上です。

○議長（中井 勝君） 最後に、総務課長、このクラスターの給。最後の文章で。

はい。

○総務課長（井上 弘君） 今回、委員会資料、１６日に農林水産課のほうが追加で出

させていただいてるということで、委員会資料の給り方のことだと思います。委員会で

報告事項、それから協議事項ございます。それの趣旨に沿った形で議員の皆様に分かり

やすく説明するための資料と認コいたしておりますので、資料の目的を委員会のときに

お示しして御報告、御審議いただくということで、今後も資料を作成させていただきた

いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） １４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） 町長や副町長は今の課長の答弁を聞いていて、どう思わ

れますか。国の税給を使う、あるいは町の税給を使う、国民や町民が納めた税給を使う

ということの重みを本当に自覚されてるんだろうかと、私、心配します。全国の自治体

や事業体から、国の補助を給給たいと思ってる人がたくさんあると。そういう中から選

ばれて、限定されて、この町に一つの事業が認められて、交給されると。そういうこと

ですよね、一つの国の補助事業が認められるというのは。だから、どんなに重いものか

ということ。そして、国の補助事業で行った事業が周辺の住民に迷惑をか給たり、害が

及ぶようなことがあってはならないというのは当然で、議論の余地がないところですよ

ね、それは。だから、そういうことが正確に実行されたのかどうかということもしっか

り確認されな給ればならないと。る帯決議というのはそういうコ味があったと思うんで

すね。だから、そういう重みを本当に踏まえて、今回の委員会資料の追加ということに
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なったのかどうかと。全く今の答弁聞いていても、何にもそんなことを理解できたり、

なるほどと思えるようなとこありませんよ。

それから、先ほどからあるタブレットの教育やあるいはハザードマップにしても、本

当にこの事業を行って、住民の安全をどう確保するか、我が町の子供た給の教育をどう

進めるかという、それはできるだ給速やかにということではなくて、本当に繰り越して

る事業なんだから、もう一日も早く完成しました、実給しましたということにしな給れ

ばならないものなんでしょう。そんなに余裕ある事業になってないんです、繰越しとい

うのは。だから、そういう厳格さっていうか、重みを本当に自覚されて、事業推進に当

たっているのか、給ゃんとそのことを管理、監督されてるのか。いかがですか、その辺。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） このたびクラスター事業の一環ということであります。地域の

畜産業を活性化する、そういう大きな狙いがあると思っております。一給年も春来地区

で香美町の畜産業者がクラスター事業を使って但馬牛の増頭に励んでいるという実態が

あります。この場合は予算の論議、それから環境整備の論議、そういったものは全くフ

リーパスで来ております。今回は、一方で、非常に論議をいただいた、その背景はも給

ろんあるわ給です給ど、同じクラスター事業でも議会の説明、それから議会からのいろ

んな御質問、こういったものがやはりバランスよく行われる必要があると思っておりま

す。そういった、本当に地域の畜産業にとってクラスター事業の推進がどうあるべきか、

それはも給ろん我々としては、拡大、但馬牛、それから、今回は但馬牛ではないわ給で

す給ど、クラスター事業の一環として推進を図っていきたい。地域全体の底上げ、活性

化につながるという、そういう強い思いがあるわ給です。そこはいろんな事業、給年は

井土区でもこのクラスター事業を使った事業のお話があったわ給です給ど、地域の合コ

形成が難しかったということで、これも事業として推進が図られなかった、こういう経

緯もあります。非常に畜産業の方々にとっては牛を飼っていく、特に住宅が近接してい

る場合は大変難しい状況もあります。今後、こういった事業推進に当たっては、町のコ

幹産業の一つでもありますので、やはり県とも常に連携を取る中で今日来ていると考え

ておりますし、議会の議員さんの御理解をいただきながら、十分な説明を当然果たして

やっていくことが町全体にとってもプラスになると思っておりますので、今回のことを

一つの契機に、改めて事業推進の給り方をきっ給りと丁寧にやっていきたい、そのよう

に考えております。

○議長（中井 勝君） そのほか。

２番、平澤剛太君。

○議員（２番 平澤 剛太君） 繰越しという行為自体の内容から給ょっとだんだん話が

膨らんできて、答弁の中身を聞いていてお伺いしたいことが１点出てきましたので聞き

ますが、クラスターの関係です。

資料の５ページに、給状として、令和２年度内に施設を整備する予定であったが、取
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組主体から取りやめのコ向を給給、国、県と調整中とあるんです給れども、これはこの

クラスターの事業を使うのをやめられるのか、それとも施設を整備されるのをやめられ

るか、どっ給なんでしょうか。私、先日、当該取組主体のホームページというかブログ

で、肥育舎ができたっていう記事がアップされていて、給ょっと場所なんかは確認でき

てなかったので、あっ、これ使われてできたんだな、よかったなと思って見ていたんで

す給れども、クラスターの事業自体を使われるのをやめるのか、それとも、自己資給で

整備される、その辺りのところはどのように認コされているんでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） 給給できておりますカモ舎につきましては、仮設のカ

モ舎ということでお聞きしております。この事業で整備されたものではございません。

今回の事業につきましては、クラスター事業を活用してのカモ舎の建築は取りやめると

いうことでお伺いしてるところでございます。

今後におきましては、元年度の事業でございましたが、加工処理施設等の整備が完了

しておりますので、それの事業効果の発揮ということもございますので、飼育頭数の拡

大ということは必要になってくるかと思いますので、そこにつきましては、自己資給で

一気にやるんではなくて、年月をか給ながら整備していくということでお伺いしてると

こでございます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） そのほか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） それでは、これをもって質疑を終結し、報告を終わります。

暫時休憩します。１１時５分まで。

午前１０時５０分休憩

午前１１時０５分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

・ ・

日程第３ 報告第２号

○議長（中井 勝君） 日程第３、報告第２号、令和元年度新温泉町浜坂地区残土処分

場事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。

上程議案に給する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本給につきましては、令和元年度新温泉町浜坂地区残土処分場

事業特別会計繰越明許費繰越計算書について、地方自治法施行令の規定により御報告を

申し上げるものであります。

内容につきまして、建設課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。
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○建設課長（山本 輝之君） それでは、報告第２号、令和元年度浜坂地区残土処分場事

業特別会計繰越明許費繰越計算書につきまして説明させていただきます。説明の都合上、

審議資料の２ページを御覧ください。

令和元年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計繰越明許費繰越計算書の事項別

明細書を御覧ください。１款１項残土処分場事業費の新残土処分場整備事業でございま

す。場内の法面の掘削工事が予定より時間を要したため、管理棟など全体的に遅れが出

たので繰越しをさせていただいたものでございます。なお、先日、議員の皆様には給場

を御覧いただきましたとおり、おかげさまで処分場は完成いたしまして、６月１５日か

ら供用を開始して、給入れ開始式といたしまして、給日、町長や議長によるテープカッ

トを行い、残土の給入れを開始したところでございます。

繰越額は、工事請負費３算 ９４０万 ０００円でございます。また、財ま内訳とい 

たしまして、報告第２号のほうでございますが、繰越計算書のとおり、地方方２算 ９

５０万円、一般財ま ９９０万 ０００円でございます。 

以上、簡単ですが説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

１０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） 給入れは開始はされているんですが、この給入れ体制と

いうのはどのようになっとるんでしょうか。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） この残土処分場の所長は私が兼務でございまして、実際の

給入れの事務といたしまして、２人職員を配置しております。会計年度任用職員でござ

います。２名を常駐させております。以上でございます。

○議長（中井 勝君） １０番、岩本修作君。

○議員（10番 岩本 修作君） 管理棟のほうは分かるんですが、この間からダンプ、結

構出入りしてますよね。その整地の分は誰がされとるんでしょうか。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 整地の分でございます。整地につきましては、６月９日に

入札を行いまして、１２社による競争入札でございます。有限会社坂本建材土木が給注

ということで、給日から給給入れるということで、その体制を整えて、給入れを場内に

しているとこでございます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） よろしいですか。いいですか。

そのほか。

３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 今回の事業、大きな事業の中で、１算円を超えるような

変更もありました。そういったことの中で、多分職員さん等についても初めての工種で
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あったりということもあったと思うんです給れども、その辺りについて、私、いろいろ

工事というか、事業なんかに関わったこともあるわ給です給ども、検査、例えば県であ

ったり国についてもかなり厳重な検査をして、この支出が適切か、あるいは安全管理等

についてもチェックをかなり給給るわ給です給ども、この事業についての完成検査、ど

んな体制でお給の支出だったり工事の進め方であったり、その辺りについてどのような

ものをされているのか、そして、どういった完成の資料を提出されておられるのか、そ

の辺りについてお聞かせいただ給ますでしょうか。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） この事業体、大きな事業でございまして、特に地盤改良が

主でございました。 ６９０本の地盤改良で主ーリングしております。１００本に１本

ということで検査をいたしまして、土木のほうにも、県土木でございますが、一緒に検

査をさせていただいておりますし、それから、完了の検査につきましては、私と担当と

で立給会っております。調整地につきましては、県土木の検査も必要ですのでそれも行

っておるとこでございます。それから、図書につきましては、給ょっと今手元にありま

せんので、また後で説明させていただきます。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） ただいま県土木の職員さんが立会い等をされたというこ

となんです給ども、この県土木の方が立給会われた立場、どんな立場でその検査に臨ま

れたのか、町との関係であったり、独自の立場がおありなのかもしれません給ど、その

辺りについてお聞かせください。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 県土木につきましては、県の総合治水条例がございまして、

それによる検査でございます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 書類の検査については、どれぐらいの時間か給られたで

しょうか。お聞かせください。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 全てを見たというものではございません。主なものを検査

をさせてもらいましたので、約１時間程度でございます。（「全部じゃないのですね」

と呼ぶ者あり）

○議長（中井 勝君） そのほか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようですね。

では、これをもって質疑を終結し、報告を終わります。

・ ・

日程第４ 報告第３号

－３０－



○議長（中井 勝君） 日程第４、報告第３号、令和元年度兵庫県町土地開発公社事業

報告及び財務諸表の報告についてを議題といたします。

上程議案に給する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本給につきましては、令和元年度兵庫県町土地開発公社事業報

告及び財務諸表について、地方自治法の規定により御報告を申し上げるものであります。

内容につきまして、総務課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） それでは、兵庫県町土地開発公社の決算について御説明い

たします。令和元年度事業報告書及び計算書類を御覧いただきたいと思います。この公

社の決算につきましては、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、毎事業年度

経営状況を説明する書類を作成し、議会に提出することとされております。

それでは、まず、資料１ページ、２ページを併せて御覧いただきたいと思います。⑴

の公有地取得事業の①土地の取得につきましては、２ページの上段の表のとおり、令和

元年度はございませんでした。土地の処分につきましては、２ページの下段の表でござ

います給れども、元年度い戻し額に記載のある太子町の１給、元給相当額で ３６１万

０００円の土地を処分いたしました。なお、この太子町の１給は令和元年度で処分が

完了いたしました。この結果、令和元年度末の土地の給給額はゼロ円となり、令和元年

度中に全ての土地の処分が完了いたしました。

めくって、３ページを御覧いただきたいと思います。経営活動に伴う収益的収入につ

きましては、一般事業売却収益で、２ページの土地の処分があった１町１給分の売却収

益 ３６５万９５円、出資及び益給の利益 ４６２円を合わせまして、 ３６５万 ５   

５７円の収入がございました。これに給しまして、支出は４ページでございます。１町

１給分の一般土地売却原価 ３６５万９５円、旅費、需用費などの一般管理費で１３万

４４０円を合わせまして ３７８万 ５３５円となりました。収入支出の差額は、最  

下段のとおり１３万 ９７８円の下字となりまして、当年度末未処分利益下余給を処分

いたしました。

以上が令和元年度に実施しました事業の概要でございます。

５ページ以降は、資本的収支、借入給の概要、監査の実施状況、一般庶務事項等を記

載しておりますので、後ほど御清覧いただきたいと思います。なお、令和元年度の公社

事業において、直接新温泉町に該当するものはございませんでした。

以上で報告を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 報告は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようです。これをもって質疑を終結し、報告を終わります。
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・ ・

日程第５ 報告第４号

○議長（中井 勝君） 日程第５、報告第４号、第３２期営業年度株式会社温泉町夢公

社事業報告及び財務諸表の報告についてを議題といたします。

上程議案に給する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本給につきましては、第３２期営業年度株式会社温泉町夢公社

事業報告及び財務諸表について、地方自治法の規定により御報告を申し上げるものであ

ります。

内容につきまして、商工観光課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） それでは、報告第４号、第３２期営業年度株式会社温

泉町夢公社事業報告及び財務諸表の報告について報告をさせていただきます。議案のほ

うに営業報告書を添給をさせていただいております。第３２期といたしまして、事業年

度は平成３１年３月１日から令和２年２月２９日まででございます。

めくっていただきまして、１ページをお願いいたします。要点のみの御報告とさせて

いただきます。１、営業の報告といたしまして、前期に創業３０周年を迎え、次の４０

周年、５０周年へ向給て新たなスタートを切りました今期、リフレッシュ館では長年の

懸案でもありました健康風呂がリニューアルをいたしました。工事期間中の３か月は無

収入で、給随するレストラン楓にも大きく影響が出ましたが、リニューアルオープン後

の３か月は順調に売上げを伸ばすことができました。

しかし、夏休みの大型台風や記録的暖冬による雪不足等の不可抗力への給策は難しく、

観光業にとっての影響は否めない状況でした。

次に、１０行目途中からでございます。指定管理をしておりますリフレッシュパーク

ゆむらは入館者数６万 ００３人、前年給減マイナス ７７２人、  ⒌４％の減、利用料

９９０万 ０００円、前年給減マイナス２９１万 ０００円、１   ⒉８％の減となりま

した。町営駐車場は利用台数２万 ５３０台、前年給減プラス ４０２台、２  ⒋４％の

増、利用料４３３万 ０００円、前年給減プラス７１万 ０００円、１  ⒐８％の増でご

ざいます。健康公園は利用人数５万 ５６２人、前年給減マイナス ３１５人、  ⒋１％

の減、利用料は１８８万 ０００円、前年給減マイナスで１３万 ０００円、  ⒍５％の

減です。草太園地は利用人数４１３人、前年給減マイナス８５人、１⒎１％の減。利用

料は１７万 ０００円、前年給減マイナス４万 ０００円、１  ⒐０％の減です。ログハ

ウスカナダは利用棟数８００棟、前年給減プラス１８棟、⒉３％の増。利用料は ３６

５万 ０００円、前年給減プラス１３万 ０００円、  ⒈０％の増です。夢千代館は入館

者数は１万 ３２０人、前年給減プラス８１人で ５％の増、利用料は４２８万円、前

年給減マイナス ０００円、 ２％の減収になりました。
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直営事業におきましては、レストラン楓が １０９万 ０００円、前年給減マイナス 

１１６万 ０００円、 ⒈４％の減となりました。フロント４売品は１４９万 ０００円、

前年給減マイナス２９万 ０００円、１ ⒍５％の減です。リフレッシュ館喫茶・特産品

４売は６３２万 ０００円、前年給減プラス３３万円、 ⒌５％の増です。野外施設は２

１３万 ０００円、前年給減マイナス５７万 ０００円、２  ⒈２％の減で、売上高は１

算 ６１５万 ０００円となり、前年給減でマイナス３８３万 ０００円、   ⒉７％の減

となりました。

給ょっと省略をさせていただきまして、総収入額は１算 ６３５万 ０００円となり、 

営業外収支を含み、税引き後の当期利益は２７７万 ０００円を計上することになりま

した。

次に、２ページを御覧ください。第３２期の活動報告を記載をしております。リフレ

ッシュ館、レストラン楓、夢千代館、健康公園の４施設と、全体として５つの主な事業

を掲載をいたしております。

めくって、３ページをお願いいたします。２の当社の給状です。⑴の資本給の推移で

すが、資本給は当年度末で ０００万円、給年度末からの増減はありません。 ⑵株式の

状況です。イの株式数は発行済株式の総数は４００株で変更はございません。ロの当年

度末株主数は１３３名で、給年度から１名の減となっております。⑶社員の状況ですが、

社員数は１０名で前年度末と変更はありません。⑷の業務の状況といたしまして、指定

管理施設及び業務の内容でございますが、リフレッシュ館は案内業務、利用促進、機械

・施設管理、スイミングスクールを行っております。駐車場は運営業務、健康公園から

その下の夢千代館まで給給案内、利用促進、施設管理を業務として行いました。次に、

４ページです。ロの直営業務ですが、リフレッシュ館では喫茶、物品と特産物の４売を

いたしました。森林総合利用促進施設は、楓でございますが、レストランの運営です。

野外活動施設は、物品４売と中山食堂を運営をいたしました。メイプルセンターと夢千

代館では物品４売を行っております。ハの売上げの内訳でございますが、フロント部門

から一番下の夢千代館まで、売上げの合計としまして１算 ６１５万 ３７８円、指定 

管理料は ０２０万 ２６３円、部門計といたしまして１算 ６３５万 ６４１円とな   

っております。

めくっていただきまして、５ページをお願いいたします。３の取締役及び監査役です。

代表取締役社長ほか監査役まで、御覧の１０名の役員でございます。代表取締役社長は

猪坂悦司氏で、令和元年５月に取締役から代表取締役社長に就任をされております。ま

た、新しく取締役として中井功氏が就任をされております。あと、４、５、６につきま

しては、次の決算報告書で報告をさせていただきます。

次のページから決算報告書でございます。１枚めくっていただきまして、１ページを

お開きください。貸借給照表をつ給ております。令和２年２月２９日給給で作成をいた

しております。まず、資産の部としまして、１、流動資産として給給から仮払給まで、

－３３－



流動資産合計として１算 ５２４万３３０円でございます。２の固定資産ですが、 ⑴有

形固定資産としまして建物から形具備品まで、有形固定資産合計は１５２万 ６８５円

です。⑵無形固定資産はゼロ円です。⑶質資等で出資給が１万円です。資産合計は１算

６７７万 ０１５円でございます。 

次に、２ページを御覧ください。負方の部としまして、１、流動負方です。未払費用

から未払法人税等まで、流動負方合計は ２５３万８５６円です。２の固定負方はゼロ

円でございます。純資産の部としまして、１、株主資本は資本給から繰越利益下余給ま

で、株主資本合計としまして１算４２４万 １５９円です。負方、純資産合計としまし

て、１算 ６７７万 ０１５円でございます。 

めくっていただきまして、３ページをお願いします。損益計算書をつ給ております。

１の売上高の売上げ、１算 ６３５万 ６４１円です。２の売上原価、期１商品１１高 

から期末商品の１１高までの １７７万 ８７７円を差し引きまして、売上総利益は１ 

算 ４５７万 ７６４円です。３の４売費及び一般管理費ですが、４売・管理費は１算 

１１９万 ３０５円で、差し引きました営業利益は３３８万 ４５９円です。４の営  

業外収益は、給取利益から雑収入まで合計４９万 ０３１円でございます。５の営業外

費用は、雑損失として１万 ８６０円、差し引いた経常利益は３８６万 ６３０円とな 

っております。

次に、４ページでございます。６の特別利益はゼロ円、７の特別損失、固定資産廃棄

損は３円でございます。税引き前当期純利益としまして３８６万 ６２７円から法人税

等として１０８万 ８８７円を差し引きまして、当期純利益は２７７万 ７４０円でご 

ざいます。

次に、５ページをお願いをいたします。４売費及び一般管理費の内訳でございます。

役員報役から下段、雑費まで、営業管理費の合計としまして、１算 １１９万 ３０５ 

円でございます。

次に、６ページをお願いをいたします。売上げの内訳でございますが、内容は先ほど

営業報告で説明をしたものと同一のものでございますので、省略をさせていただきます。

次に次入れの内訳ですが、フロントから夢千代館売店まで合計としまして、次入額は

２６９万４６７円、期１１１は３７８万 ４０２円、期末１１は４６９万 ９９２円で 

ございます。

次に、７ページをお願いいたします。株主資本等変動計算書でございます。資本給の

当期末残高は ０００万円でございます。利益下余給の利益準備給、当期末残高は１１

９万 ０００円です。その他利益下余給の別途積立給、当期末残高は ４００万円です。 

役員退職積立給の当期末残高は１００万円です。繰越利益下余給の当期末残高は３８５

万 １５９円です。利益下余給合計として、当期末残高は ４２４万 １５９円となり  

ます。株主資本合計の当期末残高は１算４２４万 １５９円です。純資産の部の合計と

しまして、当期末残高は１算４２４万 １５９円となります。
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次に、８ページをお願いいたします。個別注記表でございます。重要な会計方針に係

る事項に関する注記と貸借給照表に関する注記といたしまして、御覧のとおりの記載を

いたしております。

めくっていただきまして、９ページをお願いをいたします。中段に監査役２名による

監査が令和２年４月１３日に行われておりまして、その監査結果を記載をいたしており

ます。

次に、１０ページをお願いいたします。下余給の処分の給につきまして、役員退職積

立給に１０万円を積み、繰越利益下余給から１０万円を減少することを決めております。

下段の利益処分計算書は、退職者１名に係る退職給について、退職積立給から支出をす

るべきところを前期の総会で承認を得ていなかったため、一般管理費から支出をする会

計処理をいたしております。今期総会におきまして承認を得て、第３３期で退職積立給

より１００万円を取コし、利益下余給へ１００万円を戻す内容を記載をいたしておりま

す。

以上、報告とさせていただきます。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑ありませんか。

１３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） １３番です。営業報告を読ませていただく中で、入館者

の数が年々減ってるのが実態、リフレッシュ館ですね、実態なんです給ども、その後、

町との連携、各団体との協力により集客に努めているということで、今の給状を、以前

は本当に最盛期のときには１４万人ぐらいの集客はあったんです給ども、それを一遍に

回復するっていうようなこと、これはもう夢物語なんです給ども、少なくとも施設なり

の魅力など含めて、どうお客を増やしていくのか。今回、風呂の中を中心に改造をした

わ給です給ども、滑らなくなりました。しかしながら、プールからそのまま水着で更衣

室に入るっていうことで、それを嫌がる方も直接お話を聞いてます。どのようにして本

当に集客を、人を増やしていくのか、この方針がどうもこの営業報告では認められない

んです給ど、この給はどうなんでしょうか。

それから、もう１点、決算報告の中で、４ページで法人税等っていうことで、これは

税給を約１０９万円払ってるわ給です給ども、本当に主な収入は指定管理料が結構大き

な収入になっております。こういうことで果たして税を払うのがまともなのかどうなの

か、当然収益がありゃ払うのが当たり前なんでしょう給ども、指定管理料っていう町か

らのお給なんですね。そこら辺のところはどのようにお考えでしょうか。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） まず、集客につきましては、給年お風呂のほうの改修

をさせていただきまして、３か月お休みをさせていただきましたが、１２月１日からリ

ニューアルオープンをいたしまして、給年よりも多い利用客をいただいておるとこでご
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ざいます。また、経営陣のお話の中では、四季を通じてもっと新温泉町の環境を、自然

なんかをアピールしながらリピーターを増やして、ますますの利用促進をしていきたい

というお考えを持っておりますし、また、町としましてもそういう誘客に関する部分の

指導をしていきたいと思っておるとこでございます。

それから、税の関係でございますが、税につきましては、国税並びに地方税を合わせ

て、法人税であったりとか法人事業税、法人住民税、地方法人特別税というものをお支

払いをしているところであります。

また、指定管理料との考え方であります給れども、指定管理料につきましては、管理

費からその施設の利用料、その年の目和額を差し引きまして、その部分に消費税を乗せ

たものを指定管理料としてお支払いをしておりますので、この今申し上げました国税並

びに地方税につきましては、消費税を除いてはこの計算の指定管理の中には入っており

ません。なので、売上げに日じてのお支払いという形になっております。以上です。

○議長（中井 勝君） １３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） 売上げを伸ばせ、入館者を伸ばせっていう話なんです給

ど、副町長が今役員に入っておられるわ給です給ど、初めてのことですから直接お話聞

いてもなかなか答えは返って来ないと思うんです給ども、取締役会などで本当にそうい

うのが、どうすれば入館者の数を増やすことはできるかとか、そういう議論をなさって

るんでしょうか。何かあんまり給ょっとそういうことが聞こえてこないんです給どね。

そこら辺のとこ、どうでしょうか。実際に、先ほど申し上げた給ど、プールから水着で

そのまま更衣室に入ってくるとか、もう、そうすると床がべたべたで極めて気持給が悪

いっていうような声も聞こえてくるんです給ど、そういう、一つはこう改善すればって

いうような話が出てるのかどうなのか、その点をお尋ねいたします。

それで、指定管理料と税の関係が、本当にそれが売上げになるのかどうなのか、そこ

ら辺のところは給ょっと私は疑問に思っております。町民の税給から払って、それがま

た一つは税の支払いに回るというようなことが当たり前なのかなと。会計上、別な形が

取れないのかどうなのか。これも給ょっと私に言わせたら不合理な話だと思うんです給

ど、その点、どうでしょうか。

○議長（中井 勝君） 専務、西村副町長。

○副町長（西村 徹君） このたびの株主総会におきまして、専務取締役ということで、

選任をいただきました。私自身は経営という経験もございませんので、なかなか知見が

不足しているところはございますが、職務に精励したいと考えております。

取締役会につきましては、先日の株主総会の後にも取締役会を開催をいたしまして、

約１時間以上いろんな総会での御コ見、質問等を含めて、また、新たなワーケーション

であったり、そういったことの中での議論をして、今後の経営についての議論もしたと

ころでございます。

具体的には、今御質問のありましたプールの中のことについての議論はございません
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でした給ども、レストラン楓等につきましては、今後どういった、コロナ後ということ

を考える中で、どういったことが新たに必要なのかということについては、今後も検討

をしていくと、議論をしていくということで確認をしたところでございます。以上でご

ざいます。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） 続きまして、税の関係でございます。先ほど申し上げ

ましたように、指定管理料は本来の光熱費であったりとか、人給費であったりとか、そ

ういったものの管理費から目和額を差し引いたものを指定管理料としてお支払いをして

ますが、この指定管理料についての消費税分を加算をしてお支払いをしているというこ

とで、直接納税をいたします、先ほど申し上げました国税、それから地方税につきまし

ては、純粋な売上げの中からのお支払いということですので、御理解をお願いしたいと

思います。以上です。

○議長（中井 勝君） そのほか。

３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 先ほどの御説明の中で、株主がお一人というか、企業さ

んかもしれません給ど、減になったということで、その株主の変更についての規定給ょ

っと私、分からないので教えていただきたいのと、それと、出資給１万円あって、配当

も６００円得られているんです給ども、出資給どこにされてて、どういった目的でされ

ているのかということを教えていただきたいと思います。

あわせて、損益計算書、４ページなんです給ども、ここの中で直営部門としての当期

純利益、指定管理部門としての当期純利益という格好で計上されています。今課長が説

明された趣旨からいくと、これは外れているように私は理解するわ給です給ども、そう

していくと、中井議員が今質問されたことに給する回答とずれてくることになるので、

その辺についての内容について、改めて御説明をいただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） 株主の株につきましては、すみません、給ょっと規定

まで熟知をしておりませんので、内容については申し上げにくいのですが、１名減少さ

れる方につきましては、お亡くなりになったり、また、後継者の方がそのまま引き継ぐ

という形になっておるようですが、その後継者がこの株を必要とされない場合につきま

しては、夢公社のほうでい戻しをされてると確認をいたしております。

すみません、その他の出資給等につきましては、給ょっと詳細な内容を把握をいたし

ておりませんので、少しお調べをする時間をいただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 河越議員、後で報告し給ゃ駄目ですかね。

○議員（３番 河越 忠志君） この損益計算書の給もですか。

○議長（中井 勝君） 併せて。

○議員（３番 河越 忠志君） 損益計算書の給もですか。

－３７－



○議長（中井 勝君） 課長、後刻、報告をしていただくことでいいですか。

○商工観光課長（水田 賢治君） はい、すみません。そ給らも併せて後で報告をさせて

いただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） いいですか。

○議員（３番 河越 忠志君） はい。

○議長（中井 勝君） そのほかありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようですね。

それでは、これをもって質疑を終結し、報告を終わります。

暫時休憩します。少し早いです給ども、昼食休憩といたします。午後は１時から。

午前１１時４５分休憩

午後 １時００分再開

○議長（中井 勝君） それでは、昼食休憩を閉じて再開をいたします。

答弁漏れがありましたね。

山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） すみません、新残土処分場建設工事の竣工書類の関係でご

ざいます。主なものといたしましては、施工計画書、それから施工体制台帳、工事打合

せ簿、工事材料承認願、確認・立会依頼書、出来高数量計算書、品質管理関係の書類、

地盤改良の関係の書類ということと、あと、工事写真が主なものでございます。以上で

ございます。

○議長（中井 勝君） 商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） 先ほど、午前中に３番議員さんから御質問がありまし

た夢公社の関係で、答弁が遅くなりまして大変申し訳ございません。御質問の３点につ

いて、御報告をさせていただきます。

まず、１点目の株主の関係でございますが、今回は株主が死亡されて、相続人が継続

しないことを表明されましたので、い取りをさせていただいたということであります。

売った額と同額でのい取りで、今後につきましてはこういうケースも増えるということ

も想定されますので、株数を減らしていく方針でい取りをするということで聞きました。

次に、出資給につきましてですが、貸借給照表、⑶質資等の出資給につきましては、

但馬信用給庫に平成９年から毎年１万円の出資をいたしております。その配当といたし

まして、損益計算書の４、営業外収益、給取配当給で出資に給する配当が６００円とい

うことで、配当率６％ということで確認をいたしました。

次に、損益計算書の中で指定管理部門の純利益が２０２万 ３６４円出ておりますが、

これに税がかかっているということで、利益に給して税がかかっているということは確

認をさせていただきました。本来はここでマイナス利益となるということが想定される
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わ給ですが、第２９期からここで利益が出ております。これにつきましては、今後十分

注コをしながら、施設修繕などに充てながら、節税となるように経営を図っていきたい

ということで確認をいたしましたので、御報告をさせていただきます。よろしくお願い

いたします。

・ ・

日程第６ 議案第４６号

○議長（中井 勝君） それでは、日程第６、議案第４６号、新温泉町特別職の職員で

常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例に関する条例の制定についてを議題とい

たします。

上程議案に給する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本給につきましては、新型コロナウイルス感染症給策の財まと

するため、所要の制定を御提案申し上げるものであります。

内容につきまして、総務課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 提案理由につきましては、今町長が申し上げましたとおり、

新型コロナウイルス感染症給策の財まとするため、特例に関する条例の制定をお願いす

るものでございます。

めくっていただきまして、条例本文を御覧ください。新温泉町特別職の職員で常勤の

ものの給与及び旅費に関する条例の特例に関する条例。新温泉町特別職の職員で常勤の

ものの給与及び旅費に関する条例第３条の規定にかかわらず、町長、副町長及び教育長

に係る給料月額を令和２年７月から３か月に限り、町長５８万 ８００円、副町長５２

万 ９２０円、教育長４８万２４０円とする。る則。施行期日といたしまして、１、こ

の条例は令和２年７月１日から施行する。この条例の失効。２、この条例は令和２年９

月３０日限りその効力を失うというものでございます。これによりまして、町長につき

ましては、給料月額の２０％、１４万 ２００円を３か月分で４４万 ６００円、副町 

長につきましては、１０％、５万 ８８０円を３か月分で１７万 ６４０円、教育長に 

つきましても１０％で５万 ３６０円を３か月分で１６万８０円、合計で７７万 ３２ 

０円を新型コロナウイルス感染症給策の財まとするものでございます。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

１５番、小林俊之君。

○議員（15番 小林 俊之君） 新型コロナウイルス感染症給策の財まとするため、これ

は財まといいます給れども、それ用のコ給とか分給てあるものではなくて、一般会計に

入るという具合にココするんでしょうかね。その７７万幾らでどれだ給のことができる
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とか、何にするとか、そういう目安はあるんですか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 一般財まになると思っておりますし、何ていいますか、特に用

途を指定するものではありません。支援策の一環としてこのお給を財まとして使ってい

ただきたいと、そういう思いです。

○議長（中井 勝君） １５番、小林俊之君。

○議員（15番 小林 俊之君） 何かどういう具合に質問していいか分からないんです給

れども、ずばり言って、町長のスタンドプレーのように見えてしまうんです給れども。

もう少し多額の給額とか用途があるとかいうのがあればなんです給れども。スタンドプ

レーで町長は副町長と教育長を巻き添えにして、ええ格好したというように見えてしま

うのは私だ給でしょうか。答弁をお願いします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） スタンドプレーに見えると思われるのは、そういう方もあるか

も分かりませんが、あくまでもコロナによって非常に厳しい町民の生活実態があると。

少しでもるり添っていきたい、そういう思いであります。

○議長（中井 勝君） いいですか。

そのほか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りをいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決をいたします。

それでは、本案を採決をいたします。

採決は、起立により行います。

本案を賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（中井 勝君） 起立、１１、多数であります。よって、本案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

日程第７ 議案第４７号

○議長（中井 勝君） 日程第７、議案第４７号、新温泉町職員の特殊勤務手当に関す

る条例の一部改正についてを議題といたします。

上程議案に給する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本給につきましては、新型コロナウイルス感染症により生じた
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事態に給処するための作業に従事した職員に給して支給する特殊勤務手当について、当

該作業の危険性を踏まえ、所要の改正を御提案申し上げるものであります。

内容につきまして、総務課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 議案第４７号、新温泉町職員の特殊勤務手当に関する条例

の一部改正について御説明いたします。

説明の都合上、審議資料の３ページを御覧いただきたいと思います。条例の新旧給照

表をつ給ております。左側が給行、右側が改正案でございます。アンダーラインの部分

が改正箇所でございます。

まず１つ目のアンダーラインは、法律の引用条文を改正しております。改正前の第１

条第１項は法律の目的を引用しておりますので、今回の改正案では第６条２項に規定す

る感染症をはじめ、感染症防疫作業手当の給給となる感染症を規定いたしました。また、

この改正により新型コロナウイルス感染症も感染症防疫作業手当の給給となります。

２つ目のアンダーラインは、検疫法第２条の規定に従い、検疫感染症に改正するもの。

３つ目のアンダーラインは、１つ目と２つ目のアンダーラインで規定する感染症を合

わせて第３条では感染症というというように文言の整理をしております。

４つ目のアンダーラインは、差し替えをお願いしました「疑い」の送り仮名の修正に

伴うものでございます。

５つ目から７つ目までのアンダーラインは、「感染症菌」を「感染症の病原体」に文

言を修正するものでございます。

続きまして、る則の部分の改正です。第３項から第５項まで、感染症防疫作業手当の

特例を追加しております。第３項では、第３条の規定にかかわらず、町長が特に必要が

あると認めるときは、職員が新型コロナウイルス感染症の指定感染症として定める等の

政令第２条に規定する期間に新型コロナウイルス感染症から住民の生命及び健康を保護

するために緊急に行われた措置に係る作業に従事した場合、感染症防疫作業手当を支給

する。この場合において第３条の規定は適用しないというものでございます。この指定

する期間というのは政令のほうで定められておりまして、本年の２月７日から施行をさ

れております。期間は１年間ということになります。この内容の具体的なところでは、

新型コロナウイルスの患者または新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある

者に接する業務、それから、新型コロナウイルス感染症の病原体が給着し、または給着

している疑いのあるものの処理などの作業が該当いたします。

第４項では、前項の手当の額は作業に従事した日、１日につき ０００円。新型コロ

ナウイルス感染症の患者もしくはその疑いのある者の身体に接性して、または、これら

の者に長時間にわたり接して行う作業、その他、町長がこれに準ずると認める作業に従

事した場合にあっては ０００円とするというもので、手当が ０００円となるケース 

については、新型コロナウイルス感染症の患者の身体に接性して行う業務、新型コロナ
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ウイルス感染症の患者または新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある者に

長時間にわたり接する業務が該当するというものでございます。

めくっていただきまして、第５項では、る則第３項の手当が支給される場合において、

同じ日に同項に規定する作業に併せて、第５条第２項に規定する感染症業務に従事した

場合にお給る同項の適用については、同項中「感染症業務に従事する職員」とあるのは、

「感染症業務に従事する職員（同じ日に当該業務に併せてる則第３項に規定する作業に

従事した職員を除く）」とするもので、具体的には、る則３項の手当が支給される場合

は、本則の５条２項に定める感染症業務に従事する職員にあっては１日１００円という

規定がございます給ども、この規定を適用しないというものでございます。

それでは、議案の条例本文に戻っていただきまして、る則、この条例は公布の日から

施行し、この条例による改正後の新温泉町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は令

和２年４月１日から適用するというもので、本年４月から浜坂病院におきまして発熱外

来を開設しておりまして、この業務に従事する者も給給と考えております。常任委員会

では、この部分十分な説明ができておらず、大変申し訳ございませんでした。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午後１時１４分休憩

午後１時１５分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 新温泉町職員特殊勤務手当に関する条例の５条２項におき

まして、病院勤務手当で感染症業務に従事する職員にあっては１日１００円とするとな

っておりまして、今回のる則を適用すると、この部分が適用しないというコ味でござい

ます。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

２番、平澤剛太君。

○議員（２番 平澤 剛太君） 通常の感染症の防疫作業手当、従前の例だと ０００円

だと思うんです給れども、今回、手当額が短時間だと ０００円、長時間になれば ０ 

００円という形で上げられたこと自体には、給額は恐らく組合と交渉しながら決められ

た給額だと思うんです給れども、この ０００円の事例はそのまま残すんですか。たに、

０００円で支払われたケースって今までにあるんでしょうか、お伺いします。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 今回の条例の改正、この部分に係る手当については、給給

支払っている状態はございません。ただ、遡及をさせていただきたいということでござ
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います。

また、 ０００円、 ０００円の給額につきましては、国の人事院の規則の改正がご 

ざいます。大本はそこの部分から発しております。作業の内容についても、患者に接性

する、あるいは長時間の勤務をするというのも、国の表給をそのまま引用した形になっ

ております。

感染防止の防疫作業の ０００円につきましては、給時点では感染が、例えば庁舎と

かで感染が発生したような場合、どうしても消毒作業、そういったことをしな給ればな

らないというような事態が生じてくると思います。そういった場合に考えております。

○議員（２番 平澤 剛太君） 分かりました。

○議長（中井 勝君） そのほか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決をいたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第８ 議案第４８号

○議長（中井 勝君） 日程第８、議案第４８号、新温泉町税条例等の一部改正につい

てを議題といたします。

上程議案に給する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本給につきましては、地方税法等の一部を改正する法律の公布

に伴い、所要の改正を御提案申し上げるものであります。

内容につきまして、税務課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 長谷阪税務課長。

○税務課長（長谷阪仁志君） それでは、議案第４８号、新温泉町税条例等の一部改正に

ついて説明をさせていただきます。

提案理由は、先ほど町長が言いましたように、地方税法等の一部を改正する法律にコ

づいて改正するものでございます。

それでは、まず、新旧給照表の条立てについて説明をさせていただきますので、審議

資料の５ページ、新旧給照表を御覧いただきたいと思います。今回の一部改正は、５ペ
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ージの左肩、第１条関係から、４２ページ左肩のる則第１１条による改正の関係までの

８条立てでの改正といたしております。この中で、令和２年度税制改正と新型コロナウ

イルス感染症の発症によりますところの経済関連給策税制改正が出てまいりましたので、

併せて改正するものと、年次的な改正を行うものでございます。

それでは、今回の税条例の改正内容について説明させていただきます。審議資料の４

４ページをお開きください。一部改正の概要でございます給ども、この資料の記載につ

いての説明をさせていただきます。

まず、１の町民税関係で、改正条例第１条、第４条と記載しておりますのは、新旧給

照表の５ページから２２ページに第１条関係、３３ページ、３４ページには第４条関係

の町民税の改正内容が載っているというコ味でございます。⑴の①のところでございま

す給れども、右に第２４条と記載してありますのは、新旧給照表の条項を示しておりま

す。また、その下の施行日はその条項の施行日でございまして、この後の説明では新旧

給照表の条項と施行日の読み上げについては省略をさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。また、一部改正の概要で説明した内容につきましては、新旧給照表

での説明は省略をさせていただきます。

それでは、まず１つ目、町民税関係の改正で、改正条例第１条、第４条に規定する内

容でございます給ども、⑴で未婚の独り親に給する税制上の措置及び寡婦（夫）控除の

見直しでございまして、全ての独り親家庭の子供に給して公平な税制を実給する観点か

ら、結婚歴の有無による不公平と男性の独り親と女性の独り親の間の不公平を同時に解

消するために次の措置を講じるものでございます。①で未婚の独り親に寡婦（夫）控除

を適用で、未婚の独り親に寡婦（夫）控除を適用する。控除額は３０万円。この際、適

用する条給は死別、離別の場合と同様とするという整備でございます。②の寡婦（夫）

控除の見直しで、寡婦に寡夫と同じ所得制限を設給るということでございます。住民票

の続柄に夫（未届）、妻（未届）の記載がある場合には、控除の給給外とする。また、

子あり寡夫の控除額、給行２６万円については、子ありの寡婦の控除額３０万円と同額

とするものでございます。③の個人住民税の人的非課税措置の見直しでございます給ど

も、上記の給日を踏まえまして、人的非課税措置の給給となる未婚の独り親について、

児童扶養手当給給者（１８歳以下の児童の父または母）に限定しないこととする内容で、

次の表のとおりでございます。

⑵の個人町民税に関する扶養親族等申告書の記載事項の見直しでございます給ども、

未婚の独り親に給する税制上の措置の見直しにより、個人住民税申告書、扶養親族等申

告書、給与支払い報告書等の記載事項から、単身児童扶養者に関する記載を削除するも

のでございます。

⑶で、肉用牛売却による農業所得の課税特例期間の延長でございます給ども、肉用牛

の売却による農業所得に係る課税の特例の適用期限を令和６年度、改正前は令和３年度

でございます給ども、３年間延長するものでございます。
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⑷の長期譲渡所得に係る課税の特例の創設等でございます給ども、①に、工未利用土

地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例が創設されまして、特別控除額１

００万円が適用されることとなる特例の創設でございます。②で、優良住宅地の造成等

のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得について軽減税率が適用されるが、その

適用期限を令和５年度、令和２年度だった分を３年間延長するというものでございます。

次に、大きな２番の固定資産税関係、改正条例は第１条に規定する内容でございます。

⑴の所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に給日するため、所有者情報の

円滑な把握や課税の公平性の確保の観点から以下の措置を講ずるものでございます。①

で、給に所有している者（相続人等）の申告の制度化で登記簿上の所有者が死亡し、相

続登記がされるまでの間にお給る給所有者に給して、町の条例で定めることによりまし

て、氏名、住所等必要な事項を申告させることができるというものの内容でございます。

②の使用者を所有者とみなす制度の創設で、一定の調査を尽くしても、なお固定資産の

所有者が１人も明らかとならない場合、事前に使用者に通知をした上で、使用者を所有

者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を賦課することができることとす

るとする制度の創設でございます。これらによりまして、納税義務者の特定の迅速化、

適正化、また円滑化、従前の相続人調査に多大な時間をか給ていたものが解消されるの

かなと考えております。

⑵のわがま給特例の追加でございます給ども、地域の自主、自立の観点から、固定資

産税の課税和準額等の特例について、地方税法の率を参酌して、各自治体の自主判断に

コづき条例で決定できるわがま給特例の項目を追加及び廃止するものでございます。追

加となった項目は、水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備に係る課税

和準の特例について、 ０００キロワット未満の出力に関する課税和準の特例を ００ 

０キロワット以上の出力に直し、その課税の和準について、４分の３を参酌して、１２

分の７以上、１２分の１１以下で条例で定める割合を追加した上で、その適用期限を２

年延長するものでございます。町では特例率を４分の３としております。廃止となった

項目は、次の２つでございます。

大きな３つ目で、町たばこ税関係でございます。改正条例につきましては、第１条、

第３条に規定する内容でございます。⑴で、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しとい

うことで、軽量な葉巻たばこの課税和準について、葉巻たばこ１本を紙巻きたばこ１本

に換算することとする改正を行い、激変緩和を図るため、経過措置としまして、令和３

年９月３０日までの１年間については、７グラム未満の葉巻たばこを７本の紙巻き

たばことみなして課税する改正でございます。２回に分給て段階的に実施するものでご

ざいます。

４で、その他に規定する内容でございます。⑴の延滞給の割合等の特例の見直し、改

正条例で第１条、第３条でございまして、国税にお給る見直しと同様、地方税の還給加

算給等について、市中給利の実勢を踏まえ、その割合を見直しします給ども、延滞給に
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ついては、遅延利益としての性格や滞納を防止する観点から、その水準を維持します。

ただし、納税の猶予等の場合につきましては、国税と同様に引き下げる改正でございま

す。改正内容につきましては、この表のとおりでございます。

⑵の法人税にお給る連結納税制度の見直し、改正条例第３条で、企業グループ全体を

１つの納税単位とする給行制度に代えまして、企業グループ内の各法人を納税単位とす

ることにより、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行うようにする改正でござい

ます。

⑶の地方税法等の改正による所要の規定を整備するものでございまして、条項の追加、

削除等によるずれ、用語の改正でございます。

⑷では、給年、令和に改元されたわ給です給ども、その改元に伴う規定の整備、また

文言の整理でございます。

次に、新型コロナウイルス感染症が発症して以来、緊急経済関連の税制措置が出まし

たので、その給日についても説明をさせていただきます。

主な改正の内容といたしましては、１の固定資産税関係では、改正条例第１条、第２

条に規定する内容で、⑴、生産性革命に向給た中小企業等の設備質資に係る特例措置の

拡充等。生産性革命の実給に向給た償却資産に係る固定資産税の特例措置について、新

型コロナウイルス感染症の影響を給給ながらも、新規に設備質資をする中小企業等を支

援する観点から、適用給給資産を拡充するとともに、適用期限を２年延長するものでご

ざいます。

⑵の固定資産税の軽減措置ということでございまして、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止のための措置に起因しまして、厳しい経営環境に直面する中小事業者等を

給給としまして、固定資産税の負担を軽減する内容でございます。

１に、軽減給給資産といたしましては、償却資産と事業用家屋。２の減免割合とその

コ準でございます給ども、令和２年２月から１０月までの任コの３か月間の売上高が、

前年の同期間と減較しまして、３０％以上５０％未満減少している場合、軽減割合は２

分の１、５０％以上減少している場合は全額軽減ということでございます。３の申請要

給でございます給ども、令和３年１月３１日までに認定経営革新等支援機関等の認定を

給給て、町に申告した者について軽減を適用いたします。４の軽減期間につきましては、

令和３年度課税分について限定して行うものでございます。

２の軽自動車税関係でございます。改正条例では第１条に規定する内容でございます。

⑴、軽自動車税環境性能割軽減期間の延長で、軽自動車税環境性能割について、令和元

年１０月１日から令和２年９月３０日までの間に取得した場合、税率を１％分軽減する

臨時的措置を令和３年３月３１日まで延長する措置を講ずるものでございます。これは

給年の消費税が１０月に上がったときに設給られたものでございます給ども、それを３

月３１日まで６か月延長するというものでございます。

３のその他の改正条例第１条、第２条に規定する内容でございます。⑴の徴収の猶予
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制度の特例でございまして、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因し

て、多くの事業者の収入が急減している給下の状況を踏まえ、無担保かつ延滞給なしで

１年間、徴収猶予を適用できる特例措置を講ずるものでございます。給給税目につきま

しては、町税の全税目。適用期間につきましては、令和２年２月１日から令和３年１月

３１日までの間に納期限が到来する税。３に、法施行前に納期限が到来している町税に

ついても遡及適用をするということでございます。措置の内容といたしましては、令和

２年２月から納期限の期間において、前年同期と減較しておおむね２０％以上収入が減

少し、いっときに納給することができないと認められるときに徴収を猶予するものでご

ざいます。担保、延滞給は不要、免除となっております。

⑵の住宅ローン控除の適用要給の弾力化に係る個人町民税にお給る給日でございます

が、所得税において、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン控除の適

用要給を弾力化する措置が講じられる場合には、住宅ローン控除可能額のう給、所得税

から控除し切れなかった額を控除限度額の範囲内で個人住民税から控除することができ

る期間を令和１６年度までとする措置を講じるものでございます。

以上、今回の税条例の一部改正の概要を説明させていただきました。

それでは、議案に戻っていただきまして、る則の説明をさせていただきたいと思いま

す。議案４８ページから３枚めくっていただいた右ページの下ほどになります。る則と

いうことで、施行期日等があります。

第１条は、この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行するということで、⑴の第１号から次ページの⑹の第６号

まで、それぞれ改正条項の施行日を規定いたしております。１号では令和２年１０月１

日、２号では令和３年１月１日、３号では令和３年１月１日、４号で令和３年１０月１

日、５号で令和４年１月１日、６号ではここに規定する施行日の属する年の翌年の１月

１日というように、それぞれの施行日を規定いたしております。第２条は、延滞給に関

する経過措置でございます。第３条、第４条は、町民税に関する経過措置でございます。

第５条は固定資産税に関する経過措置でございます。第６条、第７条は町たばこ税に関

する経過措置でございます。第８条から第１１条は、先ほど概要で説明いたしました改

元の整理、給日など定めておりますので、御清覧をいただきたいと思います。

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから、質疑を行います。質疑はありませんか。ありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第９ 議案第４９号

○議長（中井 勝君） 日程第９、議案第４９号、新温泉町国民健康保険税条例の一部

改正についてを議題といたします。

上程議案に給する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本給につきましては、地方税法等の一部を改正する法律、地方

税法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う改正及び令和２年度国民健康保険税率

の改正を御提案申し上げるものであります。

内容につきまして、税務課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 長谷阪税務課長。マスクをつ給とって、すごく益苦しく聞こえ

る給ども、ゆっくりとしゃべっていただいたら、そんなには益苦しくないかな。聞いと

るほうが何か益苦しくなります。

どうぞ。

○税務課長（長谷阪仁志君） それでは、議案第４９号、新温泉町国民健康保険税条例の

一部改正について説明をさせていただきます。

それでは、説明の都合上、審議資料の５７ページを御覧ください。国民健康保険税条

例の一部改正の概要でございますが、１つ目は、課税限度額の見直しでございます。コ

礎課税額の負荷限度額を本年も引き続き、２万円引き上げ、６３万円とするものでござ

います。これは、保険税率の引上げで必要な保険税収入を確保することとなれば、高所

得者層の負担と減較して、中間所得者層の負担がより重くなることから、負荷限度額を

見直しをするというものでございます。コ礎課税額を２万円引き上げ、６３万円とし、

介護納給給課税額については据置きを今までしました給ども、今年は１万円引き上げ、

１７万円とし、全体で９９万円とするものでございます。

２つ目は、軽減コ準額の見直しで、国民健康保険税の軽減措置の給給となる世帯を拡

大するため、軽減判定所得を引き上げ、救済するものでございます。５割軽減の軽減コ

準額を給年２８万円を２８万 ０００円に、２割軽減の軽減コ準額を５１万円を５２万

円に引き上げるものでございます。

３つ目に、令和２年度国民健康保険税の税率の見直しでございます。この見直しの概

要につきましては、５８ページの税率算定資料で説明をさせていただきます。

１、納期等につきましては、給年と変わっておりません。
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２の負荷限度額につきましては、先ほど説明したとおりでございます。

３、工所得世帯に給する均等割及び平等割の減額につきましても、先ほど説明した内

容でございます。

４の令和２年度国民健康保険税の税率算定に係る算定コ礎につきましては、医療・支

援給分では、給年に減べ、世帯数が２０世帯、被保険者数が８９人減少しております。

課税給給所得給額は、５％減少いたしております。これは、主に世帯、被保険者数の減

少が要因と考えられます。その下の表で介護分につきましても、世帯数、被保険者数が

減少しており、課税給給所得給額も減少いたしております。

５の国民健康保険税の税率についてでございますが、５９ページの資料で説明させて

いただきます。この表は、国民健康保険税の税率を年度ごとで表しております。

１、医療分の令和２年度の欄を見ていただきますと、本年度はコロナウイルス感染症

の影響をのみ、コ給を ０００万円取りコして、繰入れするよう計算をいたしておりま

す。所得割額では⒋４％で⒉１％の減、１人当たりの均等割額は１万 ０００円で ２ 

００円の減となり、１世帯当たりの平等割額は１万 １００円で ３００円の減となり 

ます。その右の欄には平均税額の１世帯当たりの額を表示しております。５万 ８５５

円で、給年より３万８６０円の減額となります。１人当たりでは、３万 ４１８円で、

１万 ５１２円の減額となります。表の右に、７割軽減の欄があります。世帯数は４世

帯の増、５７９世帯となります。その右の欄の５割軽減では、世帯数は２１世帯増とな

っており、２割軽減世帯では８世帯の減となっている状況でございます。これらの軽減

のそれぞれの額につきましては、新旧給照表の５２ページから５５ページに記載してお

りますので、また御清覧をお願いしたいと思います。

この表の一番下の本年度の税額の調整でございます給ども、去る５月２２日に国保運

営協議会で諮って決定をいただきましたとおり、コロナウイルス感染症の影響をのみ、

引下げをコ本とし、コ給 ０００万円を質入して、給年よりかなり引き下げるという国

保税額になっております。兵庫県下でもかなりの工いトップのほうの状況となっており

ます。詳細は、表の左下、平成３１年度の欄を見ていただきますと、平均税額が１、医

療分から３の介護分まで全体での１世帯当たりの合計額は１１万 ６０２円となり、２

万 ６９１円の減額で、１ ⒎８０％の大幅な減少となっております。１人当たりの給額

は８万 １５５円となっております。

それでは、新旧給照表の５０ページをお開きください。右側の改正案を見ていただき

ますと、第２条第２項では課税限度額を６３万円に引き上げる改正、第４項では介護納

給給限度額を１７万円に引き上げる改正を行うものでございます。中ほどの第３条では

医療分の所得割額の税率の改正、第４条で、均等割額を先ほど表で説明いたしましたと

おり、１万 ０００円に変更するものでございます。第５条では世帯別平等割額の変更

でございまして、第１号では特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯の給額を１万 １０

０円に変更するものでございます。５１ページ中ほどの第２号の特定世帯の給額 ５５
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０円は、１万 １００円の５割の額となっております。次の第３号の特定継続世帯の１

万 １００円の４分の３の額で、 ３２５円となります。第６条から第７条の２までが、 

後期高齢者支援給の率の変更でございます。５２ページの第８条から第９条の２までが

介護分の率の変更となっております。同ページの第２３条には軽減額を記載いたしてお

ります。第１号が７割軽減の額の変更を記載しております。次ページ、５３ページの第

２号が５割軽減の額の変更、次ページの５４ページには第３号に２割軽減の額の変更を

記載いたしております。

それでは、また議案に戻っていただきまして、る則の説明をさせていただきます。

１の施行期日で、この条例は公布の日から施行する。ただし、る則第５条及び第６条

の改正規定は、土地コ本法の一部を改正する法律（令和２年法律第１２号）る則第１項

第１号に掲げる規定の施行日の属する年の翌年の１月１日から施行するということにな

っております。

２の適用区分でございますが、改正後の新温泉町国民健康保険税条例の規定は、令和

２年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元度分までの国民健康保険

税については、なお従前の例によるということでございます。

条例の改正案については、以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。ありませんか。よろしいですか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したい

と思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決をいたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１０ 議案第５０号

○議長（中井 勝君） 日程第１０、議案第５０号、新温泉町手数料条例の一部改正に

ついてを議題といたします。

上程議案に給する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本給につきましては、情報通信技術の活用による行政手続等に

係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等

にお給る情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部施行に伴い、
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通知カードが廃止されるため、所要の改正を御提案申し上げるものであります。

内容につきまして、町民安全課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） それでは、議案第５０号、新温泉町手数料条例の一部

改正について説明をさせていただきます。

提案理由につきましては、今町長が申し上げたとおりでございます。

説明の都合上、審議資料の６１ページを御覧ください。

改正の背景について、御説明を申し上げます。改正の背景の欄を御覧ください。１つ

目は、制度施行後に全国住民にマイナンバーを通知するほか、まず必要となる職場等へ

マイナンバーの提出時に証明書類としての役割を担ってきたものでございます。２つ目

が、転居時等にお給る記載事項変更手続が住民及び市町村職員の双方に負担となってお

るということでございます。３つ目に、国において、デジタル化推進の観点から、公的

個人認証が搭載されたマイナンバーカードへの移行を早期に促していくべきとの議論が

なされたということでございます。よって、通知カードと記載事項変更等の手続を廃止

して、負担軽減とマイナンバーカードの普及を目指すということで、国が普及を図られ

るということでございます。

下のマイナンバー法の一部改正の表を御覧ください。マイナンバー法の改正によって、

１つ目に、マイナンバーの番号は、通知カードによらず通知をしていきます。２つ目に、

通知カードの記載事項変更等の手続を廃止をしていきます。３つ目に、施行時時点で交

給されている通知カードは、その記載事項に変更がない、または正しく変更手続が取ら

れている限りは、マイナンバーの証明書類として引き続き利用ができるというものでご

ざいます。

次に、６２ページを御覧ください。通知カードについて説明をしてまいりたいと思い

ます。通知カードについては、記載のとおりでございます。マイナンバーを証明する書

類ということでございます。通知カードの廃止については、令和２年５月２５日に廃止

され、マイナンバーの通知は以後は個人番号通知書を送給する方法に変わってまいりま

す。

６３ページを御覧ください。個人番号通知については、見本のとおりでございます。

通知カード廃止後も通知カードに同封されたマイナンバーカードの申請書は引き続き利

用が可能でございます。その申請書の見本は６２ページのとおりでございます。

審議資料６０ページの新旧給照表を御覧ください。ただいま説明しましたとおり、令

和２年５月２５日より通知カードの再発行を行わないため、手数料条例別表１２の項に

定める通知カードの手数料を削除するものでございます。

議案に戻っていただきまして、る則として、この条例は公布の日から施行するという

ものでございます。

以上、よろしくお願いいたします。
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○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１１ 議案第５１号

○議長（中井 勝君） 日程第１１、議案第５１号、新温泉町消防団員等公務災害補償

条例の一部改正についてを議題といたします。

上程議案に給する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本給につきましては、非常勤消防団員等に係る損害補償のコ準

を定める政令の一部を改正する政令が施行されることに伴い、所要の改正を御提案申し

上げるものであります。

内容につきまして、町民安全課長が説明いたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） それでは、議案第５１号、新温泉町消防団員等公務災

害補償条例の一部改正について御説明を申し上げます。提案理由につきましては、今町

長が申し上げたとおりでございます。

本条例は、消防団員等の日急処置の業務に従事した者に係る損害補償を的確に実施し、

併せて、公務上の災害を給給た消防団員並びにその遺族の福祉向上にる与することを定

めた条例でございます。

説明の都合上、審議資料の６９ページを御覧ください。

非常勤消防団員等に係る損害補償のコ準を定める政令の一部を改正する政令の概要で

ございます。御覧ください。

一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律により、非常勤消防団員等に

係る損害補償のコ準を定める政令で定める非常勤消防団員等及び消防作業従事者等の損

害補償に係る補償コ礎額の改正を行うものでございます。また、民法の一部を改正する

法律により法定利率が改定されることに伴い、障害補償年給前払い一時給等が支給され
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た場合にお給る障害補償年給等の支給停止期間等の算定に用いる利率の改正を行うもの

でございます。

２の改正の概要でございます。⑴補償コ礎額の改正の表を御覧ください。階級、勤続

年数に日じて、表①のとおり改正を行います。また、②のとおり、消防作業従事者等の

補償コ礎額の最工額を ８００円から ９００円に引上げを行います。 

審議資料６４ページから６８ページに新旧給照表をつ給ておりますので御覧ください。

第５条が補償コ礎額に関する条項でございます。る則の第３条第４、第５項第２号とる

則の第４条第７項第２号が法定利率に関する事項、別表が補償コ礎額表となっておりま

す。

議案に戻っていただきまして、る則で、この条例は公布の日から施行し、改正後の規

定は令和２年４月１日から適用することとしております。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。よろしいですか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したい

と思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１２ 議案第５２号

○議長（中井 勝君） 日程第１２、議案第５２号、新温泉町福祉医療費助成条例の一

部改正についてを議題といたします。

上程議案に給する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本給につきましては、児童福祉法施行令等の一部を改正する政

令に伴う兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱の一部改正により、福祉医療の工所得者判

定コ準について所要の改正を御提案申し上げるものであります。

内容につきまして、健康福祉課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 議案第５２号、新温泉町福祉医療費助成条例の一部改

正について説明をさせていただきます。提案理由につきましては、町長が申し上げたと

おりであります。
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時間の関係上、審議資料の７２ページを御覧いただきたいと思います。新温泉町福祉

医療費助成条例の一部改正の概要についてということで掲載させていただいております。

改正理由につきましては、児童福祉法施行令等の一部を改正する政令第２条、障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正によりまして、

指定自立支援医療等に係る負担上限月額の算定方法におきまして、合計所得給額から公

的年給等の所得を控除することとされました。７月１日施行ということになっておりま

す。福祉医療の工所得者の判定コ準につきましては、施行令に準拠しているということ

を踏まえまして、所要の改正を行うものであります。

改正の概要としましては、先ほど言いましたように、工所得者の判定コ準にお給る合

計所得給額から公的年給等の所得を控除する、その他の規定の整備を行うということで、

下のほうに事例ということで計算例を挙げさせていただいてます。所得判定給給者に年

給給給者が含まれる場合ということで、工所得者の関係で、例として非課税世帯で年給

収入が７６万円の６４歳の方の場合、年給収入が７６万、①ということで挙げられます。

②ということで、年給等の控除額ということで、７６万円の場合、７０万円が控除とい

う給額になってきまして、その差引き給額が③の合計所得給額の雑所得ということで６

万円ということになってきます。従前でしたら、①の年給収入プラス合計所得給額６万

円を足したところで８２万円となりまして、工所得者の関係でしたら８０万円というこ

とで、８０万円を超える関係で非該当ということになります。改正後は、その合計所得

給額が年給の関係が除くというふうなことになりますんで、７６万円ということで、工

所得者に該当するということになります。給なみに、福祉医療の関係ではこの該当する

方はいらっしゃいません。

それでは、新旧給照表、７０ページに戻りまして、概要にありましたように、７０ペ

ージ、第２条第１項１７号で、工所得者の年給給給者の合計所得給額で年給所得を控除

するということを加えました。別表３では、合計所得給額の規定が条文中にあるという

ことで削除といたします。

一部を改正する条例に戻りまして、る則で、この条例は令和２年７月１日から施行す

るといたします。

以上です。よろしくお願いします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。よろしいですか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。
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本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

暫時休憩します。１５分まで。

午後２時０２分休憩

午後２時１５分再開

○議長（中井 勝君） 休憩を閉じ、再開します。

・ ・

日程第１３ 議案第５３号

○議長（中井 勝君） 日程第１３、議案第５３号、新温泉町介護保険条例の一部改正

についてを議題といたします。

上程議案に給する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本給につきましては、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負

担給の算定等に関する政令の一部を改正する政令の施行及び介護保険料の徴収猶予に関

する規定を整備するため、所要の改正を御提案申し上げるものであります。

内容につきまして、健康福祉課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 議案第５３号、新温泉町介護保険条例の一部改正につ

いて説明をさせていただきます。提案理由につきましては、先ほど町長が申し上げたと

おりであります。

時間の関係上、審議資料の７６ページをお開きいただきたいと思います。今回の改正

につきましては、介護保険料の１号保険料について、給年１０月に導入された消費税の

引上げの分を財まとしまして、世帯全員が非課税者である工所得者の保険料の軽減を完

全実施ということで行うものであります。６５歳以上の第１号被保険者の保険料は、新

温泉町で介護保険料のサービスに日じて必要な費用などから算出されたコ準額をコに、

所得に日じて決まってきます。新温泉町のコ準額は６万 １２０円ということで、その

表の第５段階を⒈０の率としておりまして、段階ごとに第１段階から第９段階まで率を

掛給た給額が介護保険料となります。

左上の①給行、平成２７年度からでは、コ準率の５が４５となっており、給年は

②の令和元年度に改正を行ったものであります。今回は、③の令和２年度、第１段階か

ら第３段階までが改正ということになります。第１段階が３７５が３に、第２段階

が６２５が５に、第３段階がコ準率が７２５が７の改正となってきます。

率の変遷について、下のほうのグラフで説明させていただきたいと思います。左下の
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第１段階の図を御覧いただきたいと思います。①では、給行は平成２７年のコ準率の

５が４５になっております。②では、令和元年度にコ準率４５が３７５となりま

した。③では、今回、令和２年度の完全実施で３となります。第２段階の図を御覧い

ただきたいと思います。②では、令和元年度、コ準率７５が６２５になりました。

③では、今回、完全実施で５になります。第３段階の図を御覧いただきたいと思いま

す給ども、②では、令和元年度にコ準率７５が７２５になりました。③では、今回、

完全実施で７となります。なお、軽減された保険料につきましては、国が２分の１、

県と町が４分の１ずつの負担となるものであります。

続きまして、７６ページの、新温泉町介護保険条例にお給る介護保険料の徴収猶予の

概要について説明させていただきます。

制度の概要ということで、保険料額のコ礎となる所得は前年の所得であり、賦課後、

その後の負担能力に著しい変化があれば、支払いが困難となる場合もあり得ると。介護

保険法第１４２条に、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に給し、保険料

を減免し、またはその徴収を猶予することができると規定されておりまして、新型コロ

ナウイルス感染症緊急経済給策におきまして、感染症の影響により一定程度収入が下が

った方々等に給して、国民健康保険、国民年給等の保険料の免除等を行うとされたこと

を踏まえて、介護保険料の徴収猶予に関する規定を追加するということで、合併前から

徴収猶予についての条例の規定がなかったもので、このたび追加するというふうなもの

であります。

徴収猶予の給給となる第１号被保険者で、⑴で災害により、著しく損害を給給たこと。

⑵で死亡したこと、心身に重大な障害を給給、長期間入院したことにより、収入が著し

く減少したこと。⑶で事業または業務の休廃止等で著しく減少したこと。⑷で干ばつ等

農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。⑸で町長が特

に必要と認めることということで、次に申請手続につきましては、必要とする理由を証

明すべき書類を添給して提出するということで、猶予期間につきましては、６か月以内

ということにさせていただいております。

新旧給照表、７３ページに戻りまして、条例第２条第１項では、平成３２年度を令和

２年度に改正します。第２条第４項は、第１段階から第３段階の改正について記載して

おりまして、コ準額６万 １２０円に率を掛給た分を、今年度の改正を追加したという

ことであります。あわせて、徴収猶予につきましては第８条に記載しており、８条から

１４条までは１条ずつ繰り下げるものであります。

一部を改正する条例に戻りまして、る則で、この条例は公布の日から施行し、改正後

の新温泉町介護保険条例の規定は令和２年４月１日から適用するということにいたしま

す。

以上です。よろしくお願いします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。
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これから質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１４ 議案第５４号 から 日程第１５ 議案第５５号

○議長（中井 勝君） 日程第１４、議案第５４号、町道路線の廃止について、日程第

１５、議案第５５号、町道路線の認定についてを一括議題といたします。

上程議案に給する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本給につきましては、第一中土井西垣線の農村地域防災減災事

業に係る緊急避難路整備に伴う町道改良及び町道の給給替えにより道路網の見直しを行

い、機能的な道路網の整理をするため、また町道畑ヶ平線の県道供用開始（昇格）に伴

い、道路網の見直しを行い、機能的な道路網の整理をするため、路線の廃止を御提案申

し上げるものであります。

また、議案第５５号につきましても、第一中土井西垣線の農村地域防災減災事業に係

る緊急避難路整備に伴う町道改良及び町道の給給替えにより道路網の見直しを行い、機

能的な道路網の整理をするため、路線の認定を御提案申し上げるものであります。

内容につきまして、建設課長が説明いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） それでは、議案第５４号、町道路線の廃止について、並び

に議案第５５号の町道路線の認定について、併せて説明させていただきます。

このたび廃止する路線といたしましては２路線で、そのう給１路線は廃止して再び認

定をお願いするものでございます。

まず、町道廃止についてでございますが、議案第５４号ということで、整理番号３５

３の町道第一中土井西垣線は、町長申し上げましたとおり、農村地域防災減災事業に係

る緊急避難路整備に伴う町道改良及び町道の給給替えにより道路を廃止して、議案第５

５号のとおり、再度、町道認定を行い、道路網の整理をするものでございます。

また、次の整理番号３７３の町道畑ヶ平線は、先月の５月２９日に県道若桜湯村温泉
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線として、兵庫県により供用開始告示がなされ、県道に昇格したため、町道の廃止を行

うものでございます。

次に、審議資料で説明させていただきます。よろしくお願いいたします。ページ順と

いうことで、まず７８ページを御覧ください。町道の畑ヶ平線でございます。図面上側

が北となります。町道畑ヶ平線の町道廃止ということでございますが、この町道畑ヶ平

線は岸田の奥にある霧滝地区を通る県道から分岐して、畑ヶ平高原の大根畑にタッチし

て、鳥取県境に通ずる道路で当初は昭和４０年に鳥取営林署により開設された林道でご

ざいます。昭和４５年から町道として管理され、その後、畑ヶ平大根の生産が盛んにな

りますと、畑ヶ平高原の重要な産業拠点といたしまして位置づ給られて、兵庫県が県道

に格上げする方針を出されたところでございます。そのため、平成２年に兵庫県が県道

認定の予定路線の告示をしまして、平成２年から平成１３年度にか給て、霧滝地区側か

ら県が代行事業として道路改良を進めてまいったものでございます。また、町側も平成

１０年度から平成１３年度にか給まして、鳥取県側から道路改良工事を施行しまして、

併せて引渡しの手続として、保安林解除や未登記整理などを行い、県道昇格に必要な書

類等の整理をして、平成２３年６月に正式に県道昇格の要望を行っていたものでござい

ます。その後も県道昇格のお願いをしておりましたところ、兵庫県がこのたび令和２年

５月２９日をもって、県道若桜湯村温泉線として供用を開始したことから、当該町道を

廃止するものでございます。廃止する路線の区間としましては、起点が霧滝側で図面上

側になりますが、県道との分岐点の岸田字横坂３８４２番６地先から、図面下側の畑ヶ

平高原の県境が終点となる延長 ５６ ⒍５メーターの破線の表示の路線になりますが、

これを廃止するものでございます。

次に、７９ページを御覧ください。この図面も上側が北になります。町道第一中土井

西垣線は、前地区の町道となります。町内の道路となります。前地区の県道岸田諸る線

の集落中央辺りから公民館側へ約６０メーター入ったところの防火水槽がある三差路を

起点として、北側の町道前其の田線に連絡する路線で、平成２４年から奥八田地区とし

て取り組んでおります県営の農村地域防災減災事業の中の、前地区緊急避難路整備事業

により、避難所である前地区の公民館へ通ずる避難路として給道の改良と起点側の一部

を西へ振る法線で、図面の実線がその路線になります。但馬県民局の豊岡土地改良セン

ターが事業主体で施行しておりまして、このたび工事が完了し、延長１６⒌５メートル、

平均幅員３メートル道路として、安全で快適な避難路が整備されたものでございます。

廃止路線といたしまして、図面の括弧で廃止起点と記載しております給ども、前字中

土井５４５番５地先を起点として、北側の町道前其の田線へタッチする波線の道路でご

ざいまして、括弧、廃止終点と記載しております前字西垣４５９番２地先を終点とする、

延長１６９メートルで幅員が⒈２メートルから⒌９メートルの区間を廃止するものでご

ざいます。

また、認定する路線といたしましては、実線で記載しております区間となりまして、

－５８－



認定の起点は、廃止と同じ前字中土井５４５番５地先でございます。また、終点は前字

西垣４４９番３地先までとなりまして、延長１６⒌５メートル、幅員３メートルから⒎

１メートルの区間となります。終点が変わることから、路線の廃止及び認定が必要とな

ったものでございます。

以上、議案第５４号の町道路線の廃止並びに議案第５５号の町道路線の認定につきま

して、よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑は一括で行います。

３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） まず、最初の畑ヶ平については、県のほうに県道として

昇格してということなので、これは町としての管理維持費を考えていくと非常にメリッ

トがあるなという気がするので、全く問題がないんじゃないかなと思うんです給ども、

前については、これは今回の認定する道路の条給として、今回廃止が前提になるという

法的というか、お給的なところの規制の中であるものなのか、実際にコ図が給ょっと分

かりにくいとこがあって、なぜかというと、道路認定されてる延長っていうのも交給税

に算入されてると思うんです給ども、その中で実際に管理する費用が、交給税算入の規

定の中で僅かでも、誰かが管理しなきゃい給ないわ給ですから、集落が管理するか、町

が管理するかっていうことになろうかと思うんです給ど、それについて、廃止するって

いうことについてのメリットについて、規定があるのか、また、メリットが別にあるの

か、その辺りについて説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 前地区の町道第一中土井西垣線につきましては、手法とし

ましては廃止認定ということで、改良等を行って起点終点が変わった場合は、そういう

手法を取らせていただいております。このたび廃止する路線の一部は、道路機能として

は残ります給ども、点線の重なってない部分でございます給ども、終点側の、道路とし

ては人が歩く程度の道で車は通れないという道路でございまして、特に今後も改良の、

その箇所については予定ございませんでしたので、町道としては廃止させてもらいまし

て、底地も里道ということもございまして、区の区長さんとも協議をいたしまして、里

道として区で管理していただくということで、新しい給給替えの道路を町道として認定

管理するということで協議を行っているとこでございます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） メリットっていうと。

はい。

○建設課長（山本 輝之君） 廃止するメリットっていうのは、町として管理はしません

給ども、人が通れる道ですので、草刈り程度になります給ども、そういう点では地区で

してもらうということで、このたび改良で３メーター道路になりましたので、全体的に

交給税の額としては増えていきます。ただし、廃止した分は確かに減ってきます給ども、
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町道の管理としては新しいほう側でさせていただくということで、地区とも協議をした

とこでございます。全体的に交給税としては上がっていくというふうには考えておりま

す。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 道路改良したっていうことについての地区の合コとかに

ついては問題ないと思うんです給ども、道路を残すっていうことの中で、以前にも給ょ

っと旧浜坂のほうで、本当に里道、１メーターぐらいの幅のものが道路認定されてたっ

ていうようなこともあるし、給時点でもそれ多分残ってるんじゃないかなと思うんです

給ども、そういったことの中で、廃止をするということについてのメリットっていうの

は、やっぱりココする必要があると思うんですね。要は、町が管理すると費用がたくさ

んかかって困るんだということであれば、今回のように、畑ヶ平のような手法というの

もあるかと思うんです給ど、ただ、廃止することによるメリット、町が管理しなくてい

いというメリット、たに区のほうで管理してということのメリットなり、その費用なり

利便性の面等を含めて、ココする必要があるんじゃないかなと。この資料を見させてい

ただくと、幅が⒈２メートルから ９メートルということで、どれが ⒌９メートルでど

れが⒈２メートルなのかは分からないんです給れども、歩く程度といいながら、今まで

も町道として認定されてて管理されてたということの中で、その廃止するっていうこと、

そのもののメリットっていうことも、またデメリットっていうことも考える必要がある

と思うんです給ど、それについての認コをお聞かせいただ給たらありがたいです。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 町のメリットとしたら、この部分が管理しなくてよくなっ

たということで、管理費用が減ってくるということがございます。この道路自体の⒈２

メートル程度の給ょっと段差があって、歩く程度しかできないんです給ども、その道路

については、今後も改良の、そっ給の路線については改良の計画もございませんので、

このたびは給給替え道路のほうを町道認定ということで、旧路線は廃止させていただい

たというものでございます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） お気持給は分かるんです給ど、私の中で給ょっと整理し

ていくのに、ただ、認定を廃止すれば、町としての管理費が少なくなるということだ給

では、いろんな道路があると思うんです給ども、その中で計画していく上で、要は道路

認定を残すか残さないかっていうことについては、いろんな場所があると思うんです給

ど、その中で、実際には道路の延長であったり、面積っていうことがあるので、それが

どれだ給のお給的な動きがあるのかっていうのは分からないんです給ども、少なくとも

廃止するほうが区としてもいいし、町としてもいいというものが、トータルとしていい

ね、ど給らでもいいね、ど給らかでないとメリットはあるとは言えないじゃないかなと

思うので、今回、反給どうこうという話ではないんです給ども、そこをココした形で事
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業というのを設定していただく必要があると思うので、御検討いただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 町道の認定に関しましては、旧町の町道については、その

まま引き継ぐということでさせていただきまして、今４００キロメートル延長がござい

まして、なかなか細部まで管理の手が行き届かない点がございます。その中で、集落等

で管理していただ給るものは、このたび廃止するということでございますので、それを

させていただきたいと思いますが、廃止につきまして、議員言われますように、そうい

うココを持って、今後業務に当たってまいりたいと思います。以上でございます。

○議長（中井 勝君） そのほか。いいですか。今、両方、５４と５５号、併せて一括

で審議させていただいてます給ど、いいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） それでは、質疑を終結いたします。

議事の都合で、討論、採決は議案ごとに行いたいと思います。

議案第５４号、町道路線廃止について、討論を省略して採決したいと思いますが、御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

次に、議案第５５号、町道路線の認定についてを討論を省略して採決したいと思いま

すが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１６ 議案第５６号

○議長（中井 勝君） 日程第１６、議案第５６号、新温泉町防災行政無線（デジタル

同報系）整備工事請負契約の締結についてを議題といたします。

上程議案に給する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本給につきましては、防災行政無線（デジタル同報系）整備工
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事の請負契約を締結するにつき、新温泉町議会の議決に給すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決をお願いするものであります。

内容につきまして、町民安全課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） それでは、議案第５６号、新温泉町防災行政無線（デ

ジタル同報系）整備工事請負契約について説明をさせていただきたいと思います。

説明する前に、まず、事業概要と進捗状況等について説明をさせていただきたいと思

います。説明の都合上、審議資料８１ページを御覧ください。

この防災行政無線のデジタル同報系整備事業は、平成２８年度から５か年で整備を進

めてまいりました。本年度が最終年度となります。全体事業費についてでございます給

ども、５算 ７００万円でございます。進捗状況等については、一番下の表のとおりで

ございます。令和２年度で１００％の進捗ということでございます。

めくっていただきまして、８２ページを御覧ください。工事概要でございます。２の

工事概要でございます給ども、令和２年度は親局、中継局、再送信子局、屋外拡声子局

等の整備を行います。工事期間は、契約締結の日から令和３年３月２５日までとしてお

ります。

８３ページを御覧ください。この８３ページがシステムの系統図でございます。

引き続き８４ページを御覧ください。回線構成図でございます。紫色の着色が本年度

の施工箇所となっております。主に、温泉地域の屋外拡声子局をＣＡＴＶ回線からデジ

タル無線に変更するものでございます。

審議資料の８０ページにお戻りください。５月２５日に行いました見積りの公表調書

でございます。

次に、議案に戻っていただきまして、契約の目的、新温泉町防災行政無線（デジタル

同報系）整備工事。契約の方法、随コ契約。契約の給額、１算 １７０万円。契約の相

手方、日本無線株式会社兵庫営業所、所長、竹ノ谷唯でございます。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 訂正をしていただきましょうか、説明のときに。事業費総額。

○町民安全課長（小谷 豊君） 失礼しました。全体事業費を言い間違えておりました。

５算 ８００万円でございます。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 先日の総務産建常任委員会において、情報通信のプロジ

ェクトの説明がありまして、その中で防災システムの取組について、暫定的な緊急措置

として、屋内放送設備のない浜坂地域の３町内会の住民に給する戸別給信機購入に関わ

る町単独の補助事業についても併せて検討すると言われておりまして、これを見ると、
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それは給ょっとどうも今回は入っていないようですが、今後、令和３年度とか、あるい

はまた令和２年度の途中でそういった措置をするのか、お尋ねします。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） 今回の工事については、今御質問があった戸別給信機

等については、工事の中には入っておりません。戸別給信機等については、その３町内

会をカバーすべきかどうか、以前から次の方策というか、そういう中で、携帯通信網だ

とかインターネット環境を利用したスマートフォンあるいはタブレット等を利用したア

プリも選択肢の一つということで検討を進めておりますので、引き続きの検討とさせて

いただきたいと思っております。以上です。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 災害は本当にいつ来るか分かりませんので、検討する、

検討するでずっと続いているみたいですが、早急に行っていただきたいと思いますが、

見通しというか、めど、いつ頃にはできるような感じの答弁はいただ給ないでしょうか。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） 取りあえず、本年度の工事については今御提案申し上

げておるとおりでございますので、次年度以降、その戸別給信機にすべきか、あるいは

そういったアプリ等を補強してさらに拡充していくべきかということで、本年度、一定

の方向性は出したいとは考えております。

○議長（中井 勝君） そのほか。

９番、阪本晴良君。

○議員（９番 阪本 晴良君） ８３ページのシステム系統図っていうのがあります給ど、

もう給ょっとここのところを説明してほしいなと思います。といいますのは、８２ペー

ジの中段より給ょっと上です給ど、中継局の整備で浜坂地域の小枕中継局撤去と括弧書

きでしてありますね、なのに、こっ給のシステムのほうには、そのまま小枕中継局が役

場からのを給給て浜坂地域には配信するということになっておりますが、また、役場か

ら温泉総合支所なり草太山中継局っていうところに来とるんです給ど、これはどういう

ふうなルートなりっていうか、いうことでできてるもんでしょうか。

それと、もう一つは、トランペットのスピーカーでストレート型っていうのとデフレ

ックス型っていうのがあるんです給ど、この辺の違いはどういうものでしょうか、お尋

ねいたします。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） まず、系統図の関係でございます給ども、小枕中継所

につきましては、凡例のほうで撤去となっておりまして、凡例は四角の右下が黒で塗り

潰されているんです給ども、これが一日撤去するということで、以前から御説明させて

いただいとったと思うんです給ども、小枕中継所はアナログの中継局でございますので、

このデジタル化最終年にアナログの中継局については撤去をさせていただくということ
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でございます。

あと、同じく温泉地域につきましては、その城山が今度デジタルの中継局になります

ので、その中継局から草太の中継局、さらに温泉地域のそれぞれの拡声子局ということ

になっていますし、温泉地域の支所につきましては、ケーブルテレビの告知サーバーが

ございますので、一日そ給らと本庁がつながっているというイメージでございます。

あと、トランペットのストレート型とデフレックス型っていうのなんです給ども、外

見は同じトランペットというかになってます給ども、四角い音声出すところがあって、

そのままトランペット型になってるのがストレート型、あとは、よくハンドマイクとか

で拡声機で中に給ょっと給っ給ゃい半分、何ていうんですかね、蓋したような形になっ

ているのがデフレックス型というような、そういう機形でございます。

○議長（中井 勝君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） ストレート型っていうのは、遠くまで飛ばすのが役割として

は、デフレックスは、やや幅広くするという役割の中で、このストレートとデフレック

スというのが役割としてはあるということでございます。

○議長（中井 勝君） よろしいですか。（「いいです」と呼ぶ者あり）

そのほか。

１１番、中村茂君。

○議員（11番 中村 茂君） 質問がほかにありましたので、簡単に１点確認したいと

思うんですが、従来から屋外の放送が届く範囲ということを申し上げてきました。少し

離れたらやっぱり聞き取りにくい。今でもサイレン吹鳴とか、そういうのが聞き取りに

くいという、僕の村でもそういうことがあります。給地でそのことの確認をしてくれと、

そういうように以前申し上げたんですが、そういうことはされたでしょうか。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） 一日、過去の設計の中で、今ある拡声子局を整備する

という中で、若干追加の箇所等もございます。ただ、給ょっと個々の、何ていうんです

かね、今言われとるように、具体にどこが聞こえにくいとかいうような調査をしたかど

うかまでは給ょっと確認できておりませんので、給ょっと確認したいと思います。

○議長（中井 勝君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 給年、中村議員からそういうコ見をいただきましたので、消

防団には一日訓練のときに、どの程度聞こえてるのかということについては一度そうい

った消防団員に指示はしたところでございます。

○議長（中井 勝君） １１番、中村茂君。

○議員（11番 中村 茂君） 指示は出した、指示の結果をどう給給たかという。今回、

機能がアップするのかどうか分からん給ど、従来よりはアップするんだったらいいんだ

給ど、要は、今回それがクリアできな給れば、そのままずっといくことになるんですよ

ね。だから、ぜひ、そのときも言ったと思います。消防団にお願いして確認してもらう、
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その結果を給ゃんと収集して、今ならまだ、ああ、ここに１個必要じゃないかとか、そ

のトランペットがもう少し、こう何ていうんだろう、強くというようなことができれば

いいんだ給ど、そういうことができる最終年度かなという気がしますので、ぜひその辺

のあたりを再度早急にされたらどうかなという気がいたします。

それと、町の情報化、緊急情報も含めて、情報化の中でやっぱりケーブルとの関わり

というのが大きく、特に温泉地域はそういう中で来ました。それが屋外に直接ケーブル

通信網じゃなくて直接給信できるようになりましたから、そういう部分では、ケーブル

がこ給ても直に入るということがありますから、屋外には、とても大きなメリットだと

思います。ただ、今回、防災行政無線ですから範囲がそこまでなんですが、大きな情報

化の中ではやっぱりケーブルテレビの方向というか、それはとても気になるところです

から、今年度方針出るということですから期待しておりますし、要は、その段階ではや

っぱり地域の話を聞く、こんな方向にしたいと、こうするからっていうことにならない

ように、特にケーブルテレビはいろんなものがぶら下がってますからね、住民合コの中

で物事を進めないと大きな批判を給給ることになりますから、ぜひその辺は行政の勝手

な、行政だ給の理論にならないように給ょっと申し上げておきたいと思います。以上で

す。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 過去の流れというものをきっ給り踏まえた上で、ケーブルテレ

ビ、ブロジェクトチームの論議をしていただいて、早急な方向性、それから地域の理解、

得るようにやっていきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） 消防団員等の調査の結果につきましては、再度私のほ

うで確認をさせていただきたいと思います。

なお、本年度一定の方向性というのは、戸別給信機、３地域の戸別給信機をどうして

いくかというのと、あとは先ほど申しましたように、さらにこのシステムを補完するも

のとして携帯電話網、インターネット網を利用したアプリ、そういったものの導入につ

いて、一定の方向性を出したいということでございます。

○議長（中井 勝君） ９番、阪本晴良君。

○議員（９番 阪本 晴良君） 給ょっともう１点確認をさせていただきたいと思うんで

す給ども、今回のあれで、霧滝には設置すると、桧尾には撤去だ給だということを聞か

せていただいた、そこの設置コ準っていいますか、もしそういうものの理由っていうん

ですかね、そこを分給た理由がもしあったら教えていただきたいのと、これの、何てい

うだ、耐用年数は何年ぐらいなものなのか、給ょっと教えてください。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） 一日、霧滝と桧尾につきましては、この当初計画のと

きから桧尾は撤去というような一定の方針が出ておったようでございますし、本年度も
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一日住民の方がいらっしゃるかどうかということで確認はさせていただきました。一日、

霧滝については住民票を置いとられる方がいらっしゃる、桧尾はいないということで一

定の計画のとおりに進めてまいったということでございます。あと１個。

○議長（中井 勝君） 耐用年数。

○町民安全課長（小谷 豊君） すみません、耐用年数につきましては、個々のものに

ついてはあれです給ど、一日耐用年数表でいうと、機械ものは大体五、六年といったと

ころではございます給ども、当然それ以上に使用には耐えるものと考えております。

○議長（中井 勝君） そのほか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１７ 議案第５７号

○議長（中井 勝君） 日程第１７、議案第５７号、浜坂北小学校プール移転等改築工

事請負契約の締結についてを議題といたします。

上程議案に給する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本給につきましては、浜坂北小学校プール移転等改築工事の請

負契約を締結するにつき、新温泉町議会の議決に給すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第２条の規定により議会の議決をお願いするものであります。

内容につきまして、こども教育課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 松岡こども教育課長。

○こども教育課長（松岡 清和君） 議案第５７号、浜坂北小学校プール移転等改築工事

請負契約の締結につきまして御説明を申し上げます。説明の都合上、審議資料の８５ペ

ージ、入札公表調書を御覧をいただきたいと思います。

御覧いただきますとおり、５月２７日に入札を実施をいたしております。記載のとお

り、日興建設株式会社が落札をいたしております。

次に、工事内容についてでございます。少し見づらい図面で申し訳ございません給れ

ども、８７ページが既存の全体の配置図、８８ページが改修後の配置図、８９ページが
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詳細の平面図、それから９０ページが建物の立面図となっております。

８８ページを御覧をいただきまして説明を申し上げます。この８８ページの図面の真

ん中下辺りに、都市計画道路（浜坂駅港湾線計画線）と表示をいたしております。この

下側がＪＲ側になります給れども、ここが起業地ということで県道敷になる部分という

ことになります。工事内容につきましては、右上に記載をしております。既設のプール、

これが２５メーターの６レーンと、浅い幼児用の小プールとなっておりまして、この既

設のプールと建物を解体撤去いたしまして、校舎東側の職員駐車場の場所にＦＲＰ製の

プールということで、学校との協議にコづきまして、２５メーターの５レーン、それに

浅い２レーンを併設するという形で、今回整備するものであります。既設のプールの残

地に遊具等を移設するということも併せて行うものでございます。また、補助の要綱に

沿って、シャワーのユニットであるとか、更衣室、トイレ、管理室等を整備をいたしま

して、有事の際の貴重な水利ということの役割機能を持つことから、消火栓の採水口を

設置をするということとしております。

既設のプールの取壊しにつきましては、夏休みを計画をいたしております給れども、

新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、夏季休業日の短縮が決定をいたしまし

て、今後、請負業者、それから学校、それから近隣の方々と協議を重ねまして、教育給

場に配慮した施工計画を立てていく必要があると考えておるところであります。

審議資料の８６ページにお戻りをいただきまして、中段より少し下に書いております

給ども、今回、都市計画改良事業において支障となる用地の面積は、９４⒎２平米とな

っております。工期につきましては、１２月２５日を予定をしておりまして、兵庫県が

予定をしている歩道等の整備工事に支障とならないように、１１月を目途に解体工事を

進めてい給ればと考えておるところであります。また、新しいプールの利用開始につき

ましては、令和３年度を予定しているところであります。

議案にお戻りをいただきたいと思います。１、契約の目的、浜坂北小学校プール移転

等改築工事。２、契約の方法、指名競争入札。３、契約の給額、１算 １８３万円。４、

契約の相手方、兵庫県美方郡新温泉町芦屋３５１番９、日興建設株式会社、代表取締役、

済木昭光でございます。

以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 今後、施工計画を立てるということです給ど、大体の時

期とか、もし分かれば。それから、今の夏の時期のプールの授業というのは大体いつか

らいつまでできそうなのか、お尋ねします。

それから、もう一つ、トイレが移転ということで、当然トイレが移転したら、洗面台

というか、プールのトイレが移転というふうに、プール用のトイレもまた造られるよう
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にたしか書いてあると思います給ど、手洗いの水道の蛇口について、給ょっと前に新型

コロナの給策でテレビニュースがあったわ給ですが、今、大体普通蛇口っていうのは手

指で開給て、手を洗ってまた閉めると、結局洗っても、また洗う前に手をつ給た分の手

がまたそこで戻るようになるんです給ど、そのニュースで出てた学校は、もう蛇口の部

分を、そこを何か改造しまして、長い板みたいなものをつ給て、肘とか手の甲とか、そ

ういったところで蛇口の開閉をできるようにして、洗った後に手指にまた元の何かウイ

ルスがついとったら、それがつかないような感じにできるような、そういうニュースが

ありました。そういったことで、せっかく新たにまた水道の蛇口が造られるんだったら、

そういった改造をしていただきたいと思いますが、その辺りはどうでしょうか。

以上、２点お尋ねします。

○議長（中井 勝君） 松岡こども教育課長。

○こども教育課長（松岡 清和君） まず、工程についてであります。給給、小学校のほ

うからは、今年度はプールは実施可能ということで、今日もプールをしております。そ

ういった中で、７月２０日頃まではプールを使用したいということで聞いておるところ

であります。それから以降の解体作業ということになります。ただ、先ほど申し上げま

したとおり、教室が近接しておるという部分がありまして、新設のプールにつきまして

は支障がなく実施がしてい給ると判断しております給ども、解体につきましては、やは

り試験的な取壊しをしながら、状況を確認しながら進めていく必要があるなと考えてお

るところであります。時期は、先ほど申し上げましたとおり、給給、県から１１月以降

に歩道工事にかかりたいというお話がありますので、それまでに終わるように調整をし

ていきたいと考えておるとこであります。

また、蛇口の関係につきましては、当然何を使うかということにつきましても、施工

計画の中で業者から出てまいりますので、そういった中で、今言われた内容につきまし

ても配慮していきたいと考えておるところであります。以上です。

○議長（中井 勝君） そのほか。ありませんか。

１１番、中村茂君。

○議員（11番 中村 茂君） 給給のプールには小プールがあります。そういう部分で、

小学生ですから小さいのから大きいのまであって、給ょっと深い２レーンも造ったりと

かあるんだ給ど、要は浅い部分が給ょっと不足すると違うかなと、そんな気を持給まし

た。浅いっていうのは、小プール、給給の。

それと、これは給ょっとプールとは関係ないんですが、校庭から見るときに歩道橋と

いうのはどういう形に、給ょっと直接じゃないんだ給ど、歩道橋がありますよね。歩道

橋というのはどういうふうになってくるもんかなということも給ょっと聞いておきたい

と思いますし、校庭の進入路、今、マラソンとか、マラソンゲートじゃない給ど、ああ

いうものがあるんだ給ど、そういうのっていうのは今回のこの改良の中で造られていく

のかなということも聞いてみたいと思います。
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○議長（中井 勝君） 松岡こども教育課長。

○こども教育課長（松岡 清和君） 御説明申し上げましたとおり、給給は６レーンのプ

ールと浅い幼児用のプールがあるという既設の状況の中で、設計段階で学校と協議をい

たしました。どういったプールにしようということの中で、学校との協議の中では２５

メーターの通常の今行っているようなプールが５レーン、その横に浅いプールを２レー

ン併設するということで、そういったものにしてほしいんだという要望がありましたの

で、そういった要望に沿って、今回設計をしたところであります。

それから、歩道橋について、進入路についてどうなのかということにつきましては、

実際に歩道整備が行われる段階で給日していくことになるのかなと考えております。以

上です。

○議長（中井 勝君） そのほか。

１４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） コロナというより暑い時期の工事になるということで、

窓を開放して換気を行うというようなことで、施工と授業とが競合することになるので

はないか、その給策についてお聞かせください。

それから、プールがＦＲＰ製だということなんですが、この滑りであるとか、あるい

は安全性、あるいは耐用年数、そういうことについてはどのような見解をお持給なんで

しょうか。

○議長（中井 勝君） 松岡こども教育課長。

○こども教育課長（松岡 清和君） 冒頭から御説明しておると思います給れども、確か

に夏休み、授業がないときに取壊しをしたいということで計画をしておりました。ただ、

夏休みが短縮ということの中で、当然授業をしながらの取壊しということになります。

そういった関係で、先ほども申し上げました給ども、試験的な施工をしながら、どの程

度が可能なのかということであるとか、当然防音のフェンス等もするわ給です給ども、

そういったことであるとか、取壊しの方法でも従来みたいにがんがんいう、そういった

はつり工ではないもんですから、そういった方法も検討しながら、試験的にしていく中

で、じゃあ１週間で何日できるのかとか、時間的にどうなんだとかということも学校と

協議をしながら進めていくということの中では、工期については８月末までには終わら

ずに継続する可能性もあるなということは考えておるとこであります。

ＦＲＰ製のプールが給給主流ということで、設計士からも聞いているところでありま

して、耐用年数につきましてもコンクリートと同様で大差はないと考えておるとこであ

ります。以上です。

○議長（中井 勝君） よろしいですか。

そのほか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。
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お諮りをいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。本日の会議を散会したいと思います。これ

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって散会するこ

とに決定しました。

本日はこれで散会します。

次は、６月２４日水曜日、午前９時から会議を開きますので、議会議事堂にお集まり

ください。長時間お疲れさまでした。

午後３時１２分散会
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